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１．概要  

  本資料は、廃棄物管理施設の技術基準に関する規則「第 16 条  放射線管

理施設」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき

事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。なお，廃棄物管理施設には SA 設

備の対象がないため，発電炉の SA 設備に係る記載は比較対象としない。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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廃棄物管理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　Ｒ０

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 0

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

放管00-03　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（放管）】
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（1 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第十六条 放射線管理施設 

事業所には、次に掲げる事項

を計測する放射線管理施設が

設けられていなければならな

い。この場合において、当該

事項を直接計測することが困

難な場合は、これを間接的に

計測する施設をもって替える

ことができる。① 

 

第２章 個別項目 

 

4．放射線管理施設 

放射線管理施設の設計に係る共通的

な設計方針については，第１章共通項

目の「3. 自然現象」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」及び「7. 設備に対す

る要求事項」に基づくものとする。 

 

 

(ｉ) 放射線管理施設 

 

 

 

6. 放射線管理施設◇1  

6.1 概 要 

 

  

一 廃棄物管理設備本体、

放射性廃棄物の受入施設等

の放射線遮蔽物の側壁にお

ける原子力規制委員会の定

める線量当量率② 

 

二 放射性廃棄物の排気口

又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質

の濃度③ 

 

三 放射性廃棄物の排水口

又はこれに近接する箇所に

おける排水中の放射性物質

の濃度④ 

 

四 管理区域における外部

放射線に係る原子力規制委

員会の定める線量当量、空

気中の放射性物質の濃度及

び放射性物質によって汚染

された物の表面の放射性物

質の密度⑤ 

 

五 周辺監視区域における

外部放射線に係る原子力規

制委員会の定める線量当量

⑥ 

 

２ 放射線管理施設は、前

項各号に掲げる事項のう

ち、必要な情報を適切な場

所に表示できるように設置

されていなければならな

い。⑦ 

 

放射線管理施設には，放射線業務従

事者及び管理区域に一時的に立ち入る

者（以下「放射線業務従事者等」とい

う。）の放射線障害を防止するため，

放射線業務従事者等の放射線管理を確

実に行うための放射線監視設備【②-

1】，試料分析関係設備【⑤-1】，個人

管理用設備【⑧-3】及び出入管理関係

設備【⑧-2】並びに周辺環境における

線量当量等を監視するため，放射線監

視設備【⑥-1】及び試料分析関係設備

【⑤-1】を設置する設計とする。①-

1，2，⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線監視設備の一部の供給電源

は，再処理施設の電気設備を共用す

る。⑪-17 

 

 

 

再処理事業所には，放射線業務従事者

及び管理区域に一時的に立ち入る者（以

下「放射線業務従事者等」という。）の

放射線障害を防止するため，以下のとお

り放射線管理施設を設ける設計とする。

①-1，⑧-1 

 

 

放射線業務従事者等の放射線管理を確

実に行うため及び周辺環境における線量

当量等を監視するため，以下の設備を設

ける。①-2【⑤P5から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設は，放射線業務従事者等の放射

線被ばくを管理するためのもの及び周辺

環境における線量当量等を監視するため

のもので，放射線管理設備で構成する。 

◇1  

 

6.2 放射線管理設備◇1  

6.2.1 概 要 

放射線管理設備は，出入管理関係設備

【⑧-2】，試料分析関係設備【⑤-1】，

放射線監視設備【②-1，⑥-1】，個人管

理用設備【⑧-3】等で構成する。 

 

放射線管理設備の一部は，再処理施設

と共用する。◇1  

 

放射線管理設備の一部の供給電源は，

再処理施設の電気設備を共用する。⑪-

17 

 

 

6.2.2 設計方針 

公衆及び放射線業務従事者等に対し

て，放射線被ばくを，合理的に達成でき

る限り低くするように，次の設計方針に

基づき，放射線管理設備を設ける。◇1  

1.1  放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。出入管理室（東海，東海第二発

電所共用（以下同じ。））には，放射線

業務従事者及び一時立入者の出入管理，

汚染管理のための測定機器等を設ける。

各系統の試料，放射性廃棄物の放出管理

用試料及び環境試料の化学分析並びに放

射能測定を行うため，化学分析室，放射

能測定室，環境試料測定室（東海，東海

第二発電所共用）に測定機器を設ける。 

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，

周辺監視区域境界付近の空間線量率等を

監視するために，プロセスモニタリング

設備，固定式周辺モニタリング設備及び

移動式周辺モニタリング設備を設ける。 

また，風向，風速その他の気象条件を測

定するため，環境測定装置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

【許可からの変更点】 

放射線管理施設であることを

明確化した。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設の事業変更許可にお

いて，設置する部屋ではなく，機器

を特定できる名称で記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「出入管理室」

は，「4.4 出入

管理関係設備」で

記載するため。 

【許可からの変更点】 

設工認の表現に合わせ語尾を

適正化した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「線量当量等」の内容は添付書類

において詳細化するため，許可の

記載を用いた。 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由 

  ：許可からの変更点等 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（2 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

  (イ) 放射線業務従事者等の管理区域へ

の出入管理を行う出入管理設備や，管

理区域への出入りに伴う汚染の管理及

び除染を行う汚染管理設備を設けると

ともに，放射線業務従事者等の線量管

理のため，個人管理用設備を備える設

計とする。⑧-6，9【①P17，18へ】 

 

 

廃棄物管理施設内の作業環境におけ

る主要な箇所の外部放射線に係る線量

当量率，空気中の放射性物質の濃度及

び床面等の放射性物質の表面密度を監

視及び測定するため，屋内モニタリン

グ設備を設けるとともに，放射線サー

ベイ機器を備える。②-5，⑤-7 

【②P8へ】 

 

 

また，作業環境で採取した放射線管理

用試料の放射能測定を行うための測定機

器を備える設計とする。⑤-13 

【③P16へ】 

 

 

(ロ) 廃棄物管理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度や，周辺監視

区域境界付近における空間放射線量及

び空気中の放射性物質の濃度を監視及

び測定するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備【③

-2】及び環境モニタリング設備【⑥-

3，⑨-2】を設ける設計とする。 

【④P12へ】 

(１) 放射線業務従事者等の管理区域

への出入り及び物品の管理区域への搬出

入に対して，出入管理，汚染管理及び各

個人の被ばく管理ができるようにする。

◇1  

 

 

 

 

(２) 廃棄物管理施設内外の主要な箇所

における線量当量率，空気中の放射性物

質濃度等を測定，監視できるようにす

る。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（3 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

事業指定基準規則 

放射線管理施設 

第十六条 

事業所には、次に掲げるとこ

ろにより、放射線管理施設を

設けなければならない。① 

 

一 放射線から放射線業務

従事者を防護するため、線

量を監視し、及び管理する

設備を設けること。②⑤⑧ 

 

二 事業所及びその境界付

近における放射性物質の濃

度及び線量を監視し、及び

測定する設備を設けるこ

と。⑨ 

 

三 放射線から公衆及び放

射線業務従事者を防護する

ため、必要な情報を適切な

場所に表示する設備を設け

ること。⑦ 

また，管理区域における外部放射線

に係る線量当量率，空気中の放射性物

質の濃度及び床面等の放射性物質の表

面密度を管理区域入口付近に表示する

【⑦-1】とともに，廃棄物管理施設か

ら大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び量や，周辺監視区域境界付近に

おける空間放射線量及び空気中の放射

性物質の濃度又はそれらを換算して得

られる被ばく線量を従業者が安全に認

識できる場所に表示する運用とするこ

とを保安規定に定めて，管理する。⑦-

2 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 管理区域における外部放射線に係

る線量当量率，空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密

度を管理区域入口付近に表示する設計

とする。【⑦-1】また，廃棄物管理施

設から大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び量や，周辺監視区域境界付

近における空間放射線量及び空気中の

放射性物質の濃度又はそれらを換算し

て得られる被ばく線量を従業者が安全

に認識できる場所に表示する設計とす

る。⑦-2 

 

 

 プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び固定式周辺モニタリン

グ設備については，設計基準事故時にお

ける迅速な対応のために必要な情報を中

央制御室及び緊急時対策所に表示できる

設計とする。 

 

      

    設計基準対象施設は，発電用原子炉施設

の機械又は器具の機能の喪失，誤操作そ

の他の異常により発電用原子炉の運転に

著しい支障を及ぼすおそれが発生した場

合（原子炉建屋原子炉棟内の放射能レベ

ルが設定値を超えた場合，主蒸気管又は

空気抽出器排ガス中の放射能レベルが設

定値を超えた場合等）に，これらを確実

に検出して自動的に警報（原子炉建屋放

射能高，主蒸気管放射能高等）を発信す

る装置を設ける。排気筒の出口又はこれ

に近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度，管理区域内において人が常

時立ち入る場所その他放射線管理を特に

必要とする場所（燃料取扱場所その他の

放射線業務従事者に対する放射線障害の

防止のための措置を必要とする場所をい

う。）の線量当量率及び周辺監視区域に

隣接する地域における空間線量率が著し

く上昇した場合に，これらを確実に検出

して自動的に中央制御室に警報（排気筒

放射能高，エリア放射線モニタ放射能高

及び周辺監視区域放射能高）を発信する

装置を設ける。上記の警報を発信する装

置は，表示ランプの点灯及びブザー鳴動

等により運転員に通報できる設計とす

る。 

 

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の

運転に著しい支障を及ぼすおそれが

発生した場合に警報を発生する設備

に対する要求事項は，当社では廃棄

物管理施設の技術基準規則第十九条

の基本設計方針に記載するため。 

【許可からの変更点】 

管理区域における外部放射線に

係る線量当量率，空気中の放射

性物質の濃度及び床面等の放射

性物質の表面密度並びに廃棄物

管理施設から大気中へ放出され

る放射性物質の濃度及び量，周

辺監視区域境界付近における空

間放射線量及び空気中の放射性

物質の濃度又はそれらを換算し

て得られる被ばく線量の表示

は，運用において担保すること

から，保安規定に定めて管理す

ることを明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設は技術基準規則の要求から

当該情報を表示することを説明する必要が

あるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では緊急時対策所を設置して

おり，測定結果を緊急時対策所にて

表示することとしているため。 

【「等」の解説】 

「床面等」の内容は添付書類において詳細

化するため，許可の記載を用いた。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（4 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

    環境試料測定設備は，東海発電所と共用

するが，東海第二発電所及び東海発電所

の共通の対象である発電所周辺の放射線

等を監視，測定するために必要な仕様を

満足する設計とすることで，安全性を損

なわない設計とする。 

出入管理室は、東海発電所と共用する

が、東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である管理区域の出入管理及び

被ばく線量の監視をするために必要な使

用を満足する設計とすることで、安全性

を損なわない設計とする。 

 

    （重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

      

   (３) 放射線監視設備からの主要な情報

は，制御室において集中して監視でき

るようにする。◇1  

  

      

   (４) 北換気筒（ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気口からの放射

性物質の環境放出管理に係る放射線監

視設備については，特に多重性を考慮

する。◇3  

  

      

   (５) 緊急時の作業に備えて，必要な放

射線計測器及び防護具類を備える。◇2  

  

      

   (６) 放射性物質の放出に係る放射線監

視設備は，「発電用軽水型原子炉施設

における放出放射性物質の測定に関す

る指針（昭和 53年９月 29日原子力委

員会決定）」を参考にした設計とす

る。◇3  

  

      

   (７) 事故時に必要な放射線監視設備

は，「発電用軽水型原子炉施設におけ

る事故時の放射線計測に関する審査指

針（昭和 56年７月 23日原子力安全委

員会決定）」を参考にした設計とす

る。◇3  

  

      

   (８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一

とし，管理区域，周辺監視区域等が同

等の測定対象等の共有化や必要な容量

を確保することで，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑪-4，8，12，16 

【㉒P15，16，17，18へ】 

  

      

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

試料の分析に係る設備について

は，「4.2 試料分析関係設備」

で記載するため。 

＜不一致の理由＞ 

出入管理室の共用については，

「4.4 出入管理関係設備」で記

載するため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（5 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   6.2.3 主要設備の仕様 

放射線管理設備の主要設備の仕様を以

下に示す。◇1  

出入管理関係設備* １式◇1  

試料分析関係設備 １式◇1  

放射線監視設備* １式◇1  

個人管理用設備** １式◇1  

注)*印の設備の一部は，再処理施設と共

用する。◇1  

**印の設備は，再処理施設と共用す

る。◇1  

  

      

   6.2.4 主要設備 

(１) 出入管理関係設備 

出入管理及び汚染管理のため，次の設

備を設ける。◇1  

  

      

  ヘ．放射線管理施設の設備□1     

  放射線業務従事者等の放射線管理を確

実に行うため及び周辺環境における線量

当量等を監視するため，以下の設備を設

ける。①-2【⑤P1へ】 

   

      

  (１) 屋内管理用の主要な設備及び機器

の種類□1  

(ⅰ) 出入管理関係設備⑧-7 

放射線業務従事者等の出入管理及び

汚染管理のため，出入管理設備及び汚

染管理設備を設ける。⑧-8 

【⑥P18へ】 

 

 

ａ．出入管理設備 

廃棄物管理施設の管理区域への立入り

は，原則として出入管理設備を設けた出

入管理室を通る設計【⑧-10】とし、こ

こで放射線業務従事者等及び物品類の出

入管理を行う。【⑭P18へ】 

  

      

   ただし，輸送容器，大型機器等の搬出

入に際しては，機器搬出入口で放射線業

務従事者等の出入管理及び物品類の搬出

入管理を行うこととし，必要に応じて臨

時の出入管理設備を設ける。◇4  

  

      

  出入管理設備の一部は，再処理施設

と共用する。【⑪-13】共用する設備

は，共用によって廃棄物管理施設の安

全性を損なわない設計とする。⑪-15

【⑦P18へ】 

北換気筒管理建屋の出入管理設備は，

再処理施設と共用する。⑪-14 

【⑮P18へ】 

  

      

   また，放射線管理に必要な各種サーベ

イメータ等を備える。◇4  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（6 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   ｂ．汚染管理設備 

管理区域の出入りに伴う汚染の管理を

行うため，出入管理室には，更衣設備，

シャワー設備，退出モニタ等を設ける。

◇4  

  

      

   また，汚染サーベイメータ及び汚染除

去用器材を備える。◇4  

  

      

  (ⅱ) 試料分析関係設備⑤-11 

建物内の放射線管理用試料，放射性

廃棄物の放出管理用試料等の化学分

析，放射能測定等を行うため，測定機

器を備える。⑤-12【⑧P16へ】 

(２) 試料分析関係設備 

放射性廃棄物の放出管理用試料，作業

環境の放射線管理用試料の放射能測定等

を行うための測定機器を備える。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（7 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 

 

4.1 放射線監視設備 

放射線監視設備は，屋内モニタリン

グ設備，屋外モニタリング設備及び放

射線サーベイ機器で構成する。②-2，

③-1，⑤-2，3，⑥-2，⑨-1 

 

(ⅲ) 放射線監視設備 

管理区域の主要な箇所の放射線レベル

又は放射能レベルを制御室において集中

して監視するための屋内モニタリング設

備としてエリアモニタ【②-4，⑤-5】及

びダストモニタ【⑤-6】を設ける。②-

2，⑤-2【⑨P8へ】 

 

 

また，放射線サーベイに使用する放射

線サーベイ機器を備える。②-7，⑤-3，

9【⑩P15へ】 

 

 

 (ⅰ) 放射線監視設備 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス

固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵

建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排

気口から大気中へ放出する放射性物質

の濃度を監視するための屋外モニタリ

ング設備として，排気モニタリング設

備を設ける。③-1，⑥-2，⑨-1 

【⑬P12から】 

 

(３) 放射線監視設備 

本設備は，屋内モニタリング設備，屋

外モニタリング設備及び放射線サーベイ

機器で構成する。◇1  

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

 

      

   

放射線サーベイ機器の一部は，再処理

施設と共用する。【⑪-5】共用する設備

は，共用によって廃棄物管理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑪-7 

【⑪P16へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

【許可からの変更点】 

設備の目的については，各設備の

説明において記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設の設備構成に関し

ては，「4.放射線管理施設」にて

記載するため。 

【許可からの変更点】 

主語を明確化した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（8 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 4.1.1 屋内モニタリング設備②-3，⑤

-4 

 ａ．屋内モニタリング設備②-3，⑤-4 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 

 

  

廃棄物管理施設内の主要な箇所の放

射線レベル又は放射能レベルを制御室

において集中して監視するための屋内

モニタリング設備として，エリアモニ

タ【②-4，⑤-5】及びダストモニタ

【⑤-6】を設置する設計とする。②-

5，⑤-7 

(ⅲ) 放射線監視設備 

管理区域の主要な箇所の放射線レベ

ル又は放射能レベルを制御室において

集中して監視するための屋内モニタリ

ング設備としてエリアモニタ【②-4，

⑤-5】及びダストモニタ【⑤-6】を設

ける。【⑨P7から】 

 

 

廃棄物管理施設内の作業環境における

主要な箇所の外部放射線に係る線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び床面

等の放射性物質の表面密度を監視及び測

定するため，屋内モニタリング設備を設

けるとともに，放射線サーベイ機器を備

える。②-5，⑤-7【②P2から】 

 

管理区域の放射線レベル又は放射能レ

ベルを監視するため，主要な箇所に屋内

モニタリング設備を設ける。◇1  

 

 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質の濃度，管理

区域内において人が常時立ち入る場所そ

の他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

 

      

 エリアモニタ及びダストモニタの測

定値は，制御室において指示又は記録

する【⑦-3】とともに，放射線レベル

又は放射能レベルがあらかじめ設定し

た値を超えた場合に，制御室及び必要

な箇所において警報を発する設計とす

る。⑩-1 

 

 本設備には，エリアモニタ及びダスト

モニタがあり，制御室において集中して

監視又は記録する【⑦-3】とともに，放

射線レベル又は放射能レベルがあらかじ

め設定された値以上になると，制御室及

び必要な箇所において警報を発する。

【⑩-1】 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時に，管理区域内にお

いて人が常時立ち入る場所その他放射線

管理を特に必要とする場所の線量当量率

を計測するためのエリアモニタリング設

備を設け，計測結果を中央制御室に表示

できる設計とする。 

また，計測結果を記録し，及び保存でき

る設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち，原子炉

建屋エリアモニタ（燃料取替フロア燃料

プール）は，外部電源が使用できない場

合においても非常用所内電源系からの電

源供給により，線量当量率を計測するこ

とができる設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 

 

      

   屋内モニタリング設備には，次のもの

があり，監視対象箇所の放射線状況に応

じて適切な設備を設置する。◇1  

  

      

   屋内モニタリング設備の主要な監視対

象区域を第 6.2－１表に示す。◇5  

  

      

【許可からの変更点】 

指示及び記録する対象を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設の技術基

準規則第十六条において

管理区域における空気中

放射性物質の濃度の測定

に関する要求があるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性

物質濃度」は，

「 4.1.2.1  排気

モニタリング設

備」で記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉

の技術基準の要求

を受けた記載であ

るのに対し，廃棄

物管理施設の技術

基準規則第十六条

では要求がないた

め。 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設の技術基

準規則第十六条において

管理区域における空気中

放射性物質の濃度の測定

に関する要求があるた

め。 
第十五条 計測制御系統施設の要求

を受けた記載 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（9 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   (ａ) エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ◇3  

(ｂ) ダストモニタ 

ベータ線ダストモニタ◇3  

  

      

   ｂ．屋外モニタリング設備③-2，⑥-3，

⑨-2【⑯P12へ】 

 

廃棄物管理施設から大気中へ放出する

放射性物質の放射能レベル及び廃棄物管

理施設周辺の放射線レベル等を測定，監

視するため屋外モニタリング設備を設け

る。◇1  

  

      

   本設備は，廃棄物管理施設から大気中

へ放出される放射性物質の濃度，周辺監

視区域付近における空間放射線量及び空

気中の放射性物質の濃度を監視及び測定

するための設備として，ガラス固化体受

入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気

出口シャフトモニタ及び排気サンプリン

グ設備を有する排気モニタリング設備

【③-3】及び積算線量計【⑥-7，⑨-

6】，ダストサンプラ【⑨-7】及び気象

観測機器【⑨-8】を有する環境モニタリ

ング設備【⑥-4，⑨-3】で構成する。

【⑰P12，14へ】 

  

      

   排気モニタリング設備は，北換気筒

（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気口から大気中へ放出する放射

性物質の放射能レベルを測定，監視する

ため北換気筒管理建屋に，また，冷却空

気出口シャフトの排気口から大気中へ放

出する放射性物質の放射能レベルを監視

するためガラス固化体貯蔵建屋及びガラ

ス固化体貯蔵建屋Ｂ棟に設置する。◇3  

  

      

   排気モニタリング設備は，制御室にお

いて指示及び記録する【⑦-4】ととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定され

た値以上になると警報を発する。⑩-2

【⑱P12へ】 

  

      

   排気モニタリング設備は，「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質

の測定に関する指針（昭和 53 年９月 29

日原子力委員会決定）」における測定対

象核種，測定下限濃度，計測頻度，計測

方法及び試料採取方法を参考として，計

測方法及び試料採取方法を定め，廃棄物

管理施設から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を測定できる設計とする。◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（10 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒モニタは，「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放射線計測に関す

る審査指針（昭和 56年７月 23日原子力

安全委員会決定）」を参考として，事故

時を想定した計測範囲を有し，連続的に

指示及び記録するとともに，予備電源に

接続することとし，事故時にも廃棄物管

理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を測定できる設計とする。◇3  

  

      

   環境モニタリング設備の積算線量計及

び気象観測機器は，再処理施設と共用す

る。⑪-2【⑲P15へ】 

  

      

   (ａ) 排気モニタリング設備③-4 

【⑳P12へ】 

 

ⅰ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒モニタ（２系統）◇3  

ダストモニタ◇3  

ⅱ．冷却空気出口シャフトモニタ◇3  

ガスモニタ◇3  

ⅲ．排気サンプリング設備◇3  

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒

排気サンプリング設備◇3  

 

(ｂ) 環境モニタリング設備⑥-5，⑨-4 

【㉑P14へ】 

 

積算線量計◇3  

ダストサンプラ◇3  

気象観測機器◇3  

  

      

   ｃ．放射線サーベイ機器②-6，⑤-8 

【㉒P15へ】 

 

平常時及び異常時の外部放射線に係る

線量当量率，空気中の放射性物質の濃度

及び表面の放射性物質の密度を測定，監

視するために，放射線サーベイ機器を備

える。◇1  

  

      

   放射線サーベイは，外部放射線に係る

線量当量率については携帯用の各種サー

ベイメータにより，空気中の放射性物質

の濃度についてはサンプリング法によ

り，また，表面の放射性物質の密度につ

いてはサーベイ法又はスミヤ法による放

射能測定により行う。◇2  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（11 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   放射線サーベイ機器のガンマ線用サー

ベイメータは，再処理施設と共用する。

⑪-6【㉓P16へ】 

  

 

 

     

   放射線サーベイ関係主要測定器及び器

具は次のとおりである。◇3  

アルファ線用サーベイメータ⑤-10 

ベータ線用サーベイメータ⑤-10 

ガンマ線用サーベイメータ②-8,⑤-10 

中性子線用サーベイメータ②-8,⑤-10 

ダストサンプラ⑤-10 

【㉔P15へ】 

  

      

  (ⅳ) 個人管理用設備⑧-4 

放射線業務従事者等の線量評価のた

め，個人線量計及びホールボディカウ

ンタを備える。⑧-5 

(４) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，

外部被ばくによる線量当量を測定する個

人線量計を備える。◇4  

  

      

  個人管理用設備は，再処理施設と共

用する。【⑪-9】共用する設備は，共

用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。⑪-11 

【⑫P17へ】 

また，放射性物質の体内摂取のおそれが

ある場合は，ホールボディカウンタによ

り測定，評価する。◇4  

  

      

   ホールボディカウンタは，保健管理建屋

に備える。◇4  

  

      

   個人管理用設備は，再処理施設と共用す

る。⑪-10【㉕P17へ】 

  

      

   (５) その他の設備 

平常時及び異常時の放射線防護に必要な

防護衣，呼吸器，防護マスク等の防護具

類を備える。◇2  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（12 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 4.1.2 屋外モニタリング設備③-2，⑥

-3，⑨-2 

(２) 屋外管理用の主要な設備及び機器

の種類□1  

 

ｂ．屋外モニタリング設備③-2，⑥-3，

⑨-2【⑯P9から】 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

 

 屋外モニタリング設備は，排気モニ

タリング設備及び環境モニタリング設

備で構成する。③-3，⑥-4，⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1 排気モニタリング設備③-4 

 

 

 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス

固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵

建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排

気口から大気中へ放出する放射性物質

の濃度を監視するための排気モニタリ

ング設備として，ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気

出口シャフトモニタ及び排気サンプリ

ング設備（ガラス固化体受入・貯蔵建

屋換気筒）を設置する設計とする。③-

5 

(ロ) 廃棄物管理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度や，周辺監視

区域境界付近における空間放射線量及

び空気中の放射性物質の濃度を監視及

び測定するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備【③

-2】及び環境モニタリング設備【⑥-

3，⑨-2】を設ける設計とする。 

【④P2から】 

 

 

(ⅰ) 放射線監視設備 

 

 

 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス

固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵

建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排

気口から大気中へ放出する放射性物質

の濃度を監視するための屋外モニタリ

ング設備として，排気モニタリング設

備を設ける。③-1，5，⑥-2，⑨-1 

【⑬P7へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 排気モニタリング設備③-4 

【⑳P10から】 

 

 

本設備は，廃棄物管理施設から大気中

へ放出される放射性物質の濃度，周辺監

視区域付近における空間放射線量及び空

気中の放射性物質の濃度を監視及び測定

するための設備として，【◇1 】ガラス固

化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷

却空気出口シャフトモニタ及び排気サン

プリング設備を有する排気モニタリング

設備【③-3】及び積算線量計，ダストサ

ンプラ及び気象観測機器を有する環境モ

ニタリング設備【⑥-4，⑨-3】で構成す

る。【⑰P9から】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備構成及び当社基本設計方針の各設備
において記載するため中略） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質の濃度，管理

区域内において人が常時立ち入る場所そ

の他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-5（P13へ） 

 

 

 

 

     
 
 
 

 

  

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモ

ニタの測定値は，制御室において指示

及び記録する【⑦-4】とともに，放射

能レベルがあらかじめ設定した値を超

えた場合に，制御室において警報を発

する設計とする。⑩-2 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，制御室にお

いて指示及び記録する【⑦-4】ととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定され

た値以上になると警報を発する。⑩-2 

【⑱P9から】 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  プロセスモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，原子炉格

納容器内の放射性物質の濃度及び線量当

量率，主蒸気管中及び空気抽出器その他

の蒸気タービン又は復水器に接続する放

射性物質を内包する設備の排ガス中の放

射性物質の濃度，排気筒の出口又はこれ

に近接する箇所における排気中の放射性

物質の濃度を計測するためのプロセスモ

ニタリング設備を設け，計測結果を中央

制御室に表示できる設計とする。また，

計測結果を記録し，及び保存できる設計

とする。 

 

      

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では設備構成を説明していないが，廃棄物

管理施設は事業変更許可の記載を踏襲し，設備構成として一文を

追加しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却空気出口シャフトモニ

タは廃棄物管理施設特有の

設備であるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「管理区域内の線量当量率」は，「4.1.1屋内モニ

タリング設備」で記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「周辺監視区域に

隣接する地域にお

ける空間線量率」

は，「4.1.2.2 環

境モニタリング設

備」で記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の技術基準の要求を受けた記載である

のに対し，廃棄物管理施設の技術基準規則第十六条では

要求がないため。 

【許可からの変更点】 

設備の目的については，

各設備の説明において記

載するため。 

第十九条 計測制御系統施設の要求

を受けた記載 

【許可からの変更点】 

指示及び記録する対象を明確化した。 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

計測制御系統施設

に対する要求事項

は当社では廃棄物

管理施設の技術基

準規則第十九条の

基本設計方針に記

載するため。 

 

【許可からの変更点】 

設工認の名称に合わせ，設備名称を

適正化した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（13 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 排気サンプリング設備（ガラス固化

体受入・貯蔵建屋換気筒）は，ガラス

固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒から放

出される排気中の放射性物質を連続的

に捕集する設計とする。③-5 

  原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排気

筒の出口又はこれに近接する箇所におけ

る排気中の放射性物質の濃度及び排水口

又はこれに近接する箇所における排水中

の放射性物質の濃度は，試料採取設備に

より断続的に試料を採取し分析を行い，

測定結果を記録し，及び保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-5（P12より） 

      

    放射性物質により汚染するおそれがある

管理区域内に開口部がある排水路を施設

しないことから、排水路の出口近傍にお

ける排水中の放射性物質の濃度を計測す

るための設備を設けない設計とする。 

プロセスモニタリング設備のうち，原子

炉格納容器内の線量当量率を計測する格

納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）及

び格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／

Ｃ）は，それぞれ多重性，独立性を確保 

した設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

多重性及び独立性の確保については発電炉の技術基

準の要求を受けた記載であるのに対し，廃棄物管理

施設の技術基準規則第十六条では要求がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では排水設備を有しているのに対し，廃棄物

管理施設においては排水口等の排水設備を有してい

ないため。 

【許可からの変更点】 

排気の採取に係る設計を明

確化した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉

の技術基準の要求

を受けた記載であ

るのに対し，廃棄

物管理施設の技術

基準規則第十六条

では要求がないた

め。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（14 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      
 4.1.2.2 環境モニタリング設備⑥-5，

⑨-4 

 (ｂ) 環境モニタリング設備⑥-5，⑨-4 

【㉑P10から】 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

 

  

 

敷地内外の線量及び空気中の放射性

物質濃度を監視するための環境モニタ

リング設備として，積算線量計【⑥-

7，⑨-6】，ダストサンプラ【⑨-7】及

び気象観測機器（風向風速計,温度計）

【⑨-8】を設置する設計とする。⑥-

6，⑨-5 

 

 

 

また，敷地内外の線量及び空気中の

放射性物質濃度を監視するための屋外

モニタリング設備として，環境モニタ

リング設備を設ける。⑥-6，⑨-5 

 

 

本設備は，廃棄物管理施設から大気中

へ放出される放射性物質の濃度，周辺監

視区域付近における空間放射線量及び空

気中の放射性物質の濃度を監視及び測定

するための設備として，【◇1 】ガラス固

化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷

却空気出口シャフトモニタ及び排気サン

プリング設備を有する排気モニタリング

設備及び積算線量計【⑥-7，⑨-6】，ダ

ストサンプラ【⑨-7】及び気象観測機器

【⑨-8】を有する環境モニタリング設備

で構成する。【⑰P9から】 

 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質の濃度，管理

区域内において人が常時立ち入る場所そ

の他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃

度は，試料採取設備により断続的に試料

を採取し分析を行い，測定結果を記録

し，及び保存する。 

放射性気体廃棄物の放出管理，発電所周

辺の一般公衆の線量評価，一般気象デー

タ収集及び発電用原子炉施設の外部の状

況を把握するための気象観測設備（東

海，東海第二発電所共用（以下じ。））

を設け，計測結果を中央制御室に表示で

きる設計とする。また，発電所敷地内に

おける風向及び風速の計測結果を記録

し，及び保存できる設計とする。 

 

 

 

      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設において，

敷地内外の線量を測定して

いるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備構成の違いに

より，基本設計方

針の記載が異なる

ため 

 

 （発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「管理区域内の線

量当量率」は，

「4.1.1 屋内モニ

タリング設備」で

記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性

物質濃度」は，

「 4.1.2.1  排気

モニタリング設

備」で記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設では，技術基準規則

において環境モニタリング設備に該

当する設備に対する警報の要求が無

いため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設において，

空気中放射性物質の捕集の

ために使用するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設では，技術基準

規則において線量率の測定に関

する要求が無いため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（15 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      
 積算線量計及び気象観測機器（風向

風速計,温度計）は，再処理施設と共用

する。⑪-1，2 

 

 

積算線量計及び気象観測機器（風向

風速計,温度計）は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同等の測定対象等の共有化や

必要な容量を確保することで，共用に

よって廃棄物管理施設の安全性を損な

わない設計とする。⑪-3，4 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング設備の一部は，再

処理施設と共用する。⑪-1 

 

 

 

共用する設備は，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑪-3 

環境モニタリング設備の積算線量計及び

気象観測機器は，再処理施設と共用す

る。⑪-2【⑲P10から】 

 

(８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保

することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑪

-4【㉒P4から】 

気象観測設備は，東海発電所と共用する

が，東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である発電所周辺の放射線等を

監視，測定するために必要な仕様を満足

する設計とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
モニタリング・ポストは，東海発電所と

共用するが，東海第二発電所及び東海発

電所の共通の対象である発電所周辺の放

射線等を監視，測定するために必要な仕

様を満足する設計とすることで，安全性

を損なわない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

      

 4.1.3 放射線サーベイ機器②-6，⑤-8  ｃ．放射線サーベイ機器②-6，⑤-8 

【㉒P10から】 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

 

 放射線サーベイに使用するための放

射線サーベイ機器として，アルファ線

用サーベイメータ【⑤-10】，ベータ線

用サーベイメータ【⑤-10】，ガンマ線

用サーベイメータ【②-8，⑤-10】，中

性子線用サーベイメータ【②-8，⑤-

10】，ダストサンプラ【⑤-10】及びエ

アスニファを設ける設計とする。②-

7，⑤-9 

また，放射線サーベイに使用する放射

線サーベイ機器を備える。②-7，⑤-9 

【⑩P7から】 

 

 

アルファ線用サーベイメータ⑤-10 

ベータ線用サーベイメータ⑤-10 

ガンマ線用サーベイメータ②-8,⑤-10 

中性子線用サーベイメータ②-8,⑤-10 

ダストサンプラ⑤-10 

【㉔P11から】 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の状態に関し

ては，「4．放射線

管理施設」にて記

載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設の

設備構成に関して

は，「4．放射線管

理施設」にて記載

するため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設におい

て，周辺監視区域境界付

近における線量当量室の

連続監視は実施していな

いため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地内外の線量は，モニタリング・

ポストによる連続測定ではなく，積

算線量計による一定期間の積算値を

測定しているため。 

【「等」の解説】 

「管理区域，周辺監視区域等」の内容

は添付書類において詳細化するた

め，許可の記載を用いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

放射線サーベイ機器の内訳を明確化

した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（16 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 ガンマ線用サーベイメータは，再処

理施設と共用する。⑪-5，6 

 

放射線サーベイ機器の一部は，再処

理施設と共用する。⑪-5 

 

放射線サーベイ機器のガンマ線用サー

ベイメータは，再処理施設と共用する。

⑪-6【㉓P11から】 

 

  

 ガンマ線用サーベイメータは，仕様及

び運用を各施設で同一とし，管理区

域，周辺監視区域等が同等の測定対象

等の共有化や必要な容量を確保するこ

とで，共用によって廃棄物管理施設の

安全性を損なわない設計とする。⑪-

7，8 

共用する設備は，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑪-7【⑪P7から】 

 

 

(８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保

することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑪

-8【㉒P4から】 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 4.2 試料分析関係設備⑤-11 

 

(ⅱ) 試料分析関係設備⑤-11 

 

 

 第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

 

 建物内の作業環境で採取した放射線

管理用試料，放射性廃棄物の放出管理

用試料等の化学分析，放射能測定等を

行うための試料分析関係設備として，

放射能測定装置（アルファ・ベータ線

用），放射能測定装置(ベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）を設置

する設計とする。⑤-12，13 

 

建物内の放射線管理用試料，放射性廃

棄物の放出管理用試料等の化学分析，放

射能測定等を行うため，測定機器を備え

る。⑤-12【⑧P6から】 

 

 

また，作業環境で採取した放射線管

理用試料の放射能測定を行うための測

定機器を備える設計とする。⑤-13

【③P2から】 

 

 （設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
各系統の試料，放射性廃棄物の放出管理

用試料及び環境試料の化学分析並びに放

射能測定を行うため，化学分析室，放 

射能測定室，環境試料測定室（東海，東

海第二発電所共用）に測定機器を設け

る。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

 

    （設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 

環境試料測定設備は，東海発電所と共用

するが，東海第二発電所及び東海発電所

の共通の対象である発電所周辺の放射線

等を監視，測定するために必要な仕様を

満足する設計とすることで，安全性を損

なわない設計とする。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

   

 

 

   

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設の事業変更許可にお

いて，設置する部屋ではなく，機器

を特定できる名称で記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境試料測定設備の共用については

発電炉の技術基準の要求を受けた記

載であるのに対し，廃棄物管理施設

では共用する設備がないため。 

【許可からの変更点】 

測定機器が放射能測定装置

及び核種分析装置であるこ

とを明確化した。 

【許可からの変更点】 

共用する設備を明確化し

た。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設において，

可搬型の放射線測定器を他

施設と共用するため。 

【「等」の解説】 

「放出管理用試料等」の内容

は添付書類において詳細化

するため，許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「放射能測定等」の内容は添付書類

において詳細化するため，許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「管理区域，周辺監視区域等」の内容

は添付書類において詳細化するた

め，許可の記載を用いた。（以下同じ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（17 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

 4.3 個人管理用設備⑧-4 (ⅳ) 個人管理用設備⑧-4    

 放射線業務従事者等の線量評価のた

めの個人管理用設備として，個人線量

計を配備し，及びホールボディカウン

タを設置する設計とする。⑧-5，6 

 

 

放射線業務従事者等の線量評価のた

め，個人線量計及びホールボディカウ

ンタを備える。⑧-5【⑫P11から】 

 

 

(イ)放射線業務従事者等の管理区域への

出入管理を行う出入管理設備や，管理

区域への出入りに伴う汚染の管理及び

除染を行う汚染管理設備を設けるとと

もに，放射線業務従事者等の線量管理

のため，個人管理用設備を備える設計

とする。⑧-6【①P2から】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 個人線量計及びホールボディカウ

ンタは，再処理施設と共用する。⑪-

9，10 

 

個人線量計及びホールボディカウ

ンタは，仕様及び運用を各施設で同

一とし，管理区域，周辺監視区域等

が同等の測定対象等の共有化や必要

な容量を確保することで，共用によ

って廃棄物管理施設の安全性を損な

わない設計とする。⑪-11，12 

個人管理用設備は，再処理施設と共

用する。⑪-9 

 

 

共用する設備は，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑪-11【⑫P11から】 

個人管理用設備は，再処理施設と共用

する。⑪-10【㉕P11から】 

 

 

(８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保

することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑪

-12【㉒P4から】 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

個人管理用設備に関しての

記載はないが，廃棄物管理

施設は事業変更許可の記載

を踏襲し，個人管理用設備

の設計を説明しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設において，

個人管理用設備を他施設と

共用するため。 

【許可からの変更点】 

個人線量計及びホールボデ

ィカウンタであることを明

確化した。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

他設備に合わせ，表現を

見直した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（18 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

    第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

 

 4.4 出入管理関係設備⑧-7 

放射線業務従事者等の管理区域への

出入管理並びに管理区域への出入りに

伴う汚染管理及び除染のための出入管

理関係設備として，出入管理設備及び

汚染管理設備を設置する設計とする。

⑧-8，9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設の管理区域への出入

りは，原則として出入管理設備を設け

た出入管理室を通る設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

出入管理設備の一部は，再処理施設

と共用する。⑪-13，14 

 

 

 

 

出入管理設備の一部は，仕様及び運

用を各施設で同一とし，管理区域，周

辺監視区域等が同等の測定対象等の共

有化や必要な容量を確保することで，

共用によって廃棄物管理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑪-15，16 

(ⅰ) 出入管理関係設備⑧-7 

放射線業務従事者等の出入管理及び汚染

管理のため，出入管理設備及び汚染管理

設備を設ける。⑧-8【⑥P5から】 

 

 

(イ) 放射線業務従事者等の管理区域へ

の出入管理を行う出入管理設備や，管

理区域への出入りに伴う汚染の管理及

び除染を行う汚染管理設備を設けると

ともに，放射線業務従事者等の線量管

理のため，個人管理用設備を備える設

計とする。⑧-9【①P2から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入管理設備の一部は，再処理施設と

共用する。⑪-13 

 

 

 

 

共用する設備は，共用によって廃棄物

管理施設の安全性を損なわない設計とす

る。⑪-15【⑦P5から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．出入管理設備◇1  

廃棄物管理施設の管理区域への立入り

は，原則として出入管理設備を設けた出

入管理室を通る設計【⑧-10】とし，こ

こで放射線業務従事者等及び物品類の出

入管理を行う。◇1 【⑭P5から】 

 

 

北換気筒管理建屋の出入管理設備は，再

処理施設と共用する。⑪-14 

【⑮P5から】 

 

 

 

(８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保

することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑪

-16【㉒P4から】 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 

出入管理室（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。））には，放射線業務従事

者及び一時立入者の出入管理，汚染管理

のための測定機器等を設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 

出入管理室は，東海発電所と共用する

が，東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である管理区域の出入管理及び

被ばく線量の監視をするために必要な仕

様を満足する設計とすることで，安全性

を損なわない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は，出入管理等の設置につ

いてのみ説明しているが，

廃棄物管理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，管理

区域への立入りに関する設

計について説明しているた

め。 

【許可からの変更点】 

他設備に合わせ，表現を

見直した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（19 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   6.2.5 試験検査   

   出入管理関係設備，試料分析関係設備，

放射線監視設備等は，定期的に検査及び

校正を行うことによりその健全性を確認

する。◇2  

  

      

   6.2.6 評 価   

   (１) 放射線業務従事者等の管理区域へ

の出入り及び物品の管理区域への搬出

入に対して，出入管理設備，汚染管理

設備，個人管理用測定機器等を設け，

出入管理，汚染管理及び各個人の被ば

く管理を行うことができる設計として

いる。◇1  

 

  

   (２) 屋内モニタリング設備，屋外モニ

タリング設備等を設け，廃棄物管理施

設内外の線量当量率，空気中の放射性

物質濃度等を測定，監視することがで

きる設計としている。◇1  

  

      

   (３) 放射線監視設備からの主要な情報

は，制御室において集中して監視でき

る設計としている。◇1  

  

      

   (４) 北換気筒（ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中

への放射性物質の環境放出管理に係る

排気モニタリング設備は，多重性を考

慮した設計としている。◇3  

  

      

   (５) 緊急時の作業に備えて，放射線サ

ーベイ機器等の必要な放射線計測器及

び防護具類を備えている。◇2  

  

      

   (６) 放射性物質の大気中への放出に係

る排気モニタリング設備は，「発電用

軽水型原子炉施設における放出放射性

物質の測定に関する指針（昭和 53 年

９月 29 日原子力委員会決定）」を参

考にした設計としている。◇3  

  

      

 

 

 

 

 

 

(７) 事故時に必要な排気モニタリング

設備は，「発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測に関する審

査指針（昭和 56年７月 23日原子力安

全委員会決定）」を参考にした設計と

している。◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（20 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   (８) 再処理施設と共用する放射線管理

施設は，仕様及び運用を各施設で同一

とし，管理区域，周辺監視区域等が同

等の測定対象等の共有化や必要な容量

を確保することで，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない。◇1  

  

      

      

    1.1.3 固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，周辺監視

区域境界付近の空間線量率を監視及び測

定するための固定式周辺モニタリング設

備としてモニタリング・ポスト（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。））を

設け，中央制御室及び緊急時対策所に計

測結果を表示できる設計とする。また，

計測結果を記録し，及び保存できる設計

とする。 

モニタリング・ポストは，外部電源が使

用できない場合においても，非常用交流

電源設備により，空間線量率を計測する

ことができる設計とする。さらに，モニ

タリング・ポストは，専用の無停電電源

装置を有し，電源切替時の短時間の停電

時に電源を供給できる設計とし，重大事

故等が発生した場合には，非常用交流電

源設備に加えて，代替電源設備である常

設代替交流電源設備及び可搬型代替交 

流電源設備から給電できる設計とする。 

モニタリング・ポストで計測したデータ

の伝送系は，モニタリング・ポスト設置

場所から中央制御室及び中央制御室から

緊急時対策所建屋間において有線系回線

と衛星系回線又は無線系回線により多様

性を有する設計とする 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では，モニタリング・ポスト

により周辺監視区域境界付近の空間

線量率を監視及び測定することとし

ているが，廃棄物管理施設では積算

線量計を用いて敷地内外の線量を測

定しているため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（21 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，周辺監視

区域境界付近の放射性物質の濃度を計測

するための移動式周辺モニタリング設備

として，空気中の放射性粒子及び放射性

よう素の濃度を測定するサンプラと測定

器を備えた放射能観測車（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））を設け，

測定結果を表示し，記録し，及び保存で

きる設計とする。ただし，放射能観測車

による断続的な試料の分析は，従事者が

測定結果を記録し，及びこれを保存し，

その記録を確認することをもって，これ

に代えるものとする。 

放射能観測車は，東海発電所と共用する

が，東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である発電所周辺の放射線等を

監視，測定するために必要な仕様を満足

する設計とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では，移動式

周辺モニタリング設備により周辺監

視区域境界付近の放射性物質の濃度

を計測することとしているが，廃棄

物管理施設は事業変更許可の記載を

踏襲し，積算線量計，ダストサンプ

ラ及び気象観測機器を設けることを

記載しているため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（22 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   1.6.9 「廃棄物管理施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」に対する適

合◇5  

  

   （放射線管理施設） 

第十六条 事業所には、次に掲げるとこ

ろにより、放射線管理施設を設けなけれ

ばならない。 

一 放射線から放射線業務従事者を防護

するため、線量を監視し、及び管理

する設備を設けること。 

二 事業所及びその境界付近における放

射性物質の濃度及び線量を監視し、

及び測定する設備を設けること。 

三 放射線から公衆及び放射線業務従事

者を防護するため、必要な情報を適

切な場所に表示する設備を設けるこ

と。 

  

      

   ＜適合のための設計方針＞◇5  

第一号について◇5  

廃棄物管理施設には，放射線業務従事者

の放射線障害を防止するため，以下のと

おり放射線管理施設を設ける設計とす

る。◇1  

 

放射線業務従事者等の管理区域への出入

管理を行う出入管理設備や，管理区域へ

の出入りに伴う汚染の管理及び除染を行

う汚染管理設備を設ける。◇1  

 

また，放射線業務従事者等の線量管理の

ため，個人管理用設備を備える。◇1  

 

廃棄物管理施設内の作業環境における主

要な箇所の外部放射線に係る線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び床面

等の放射性物質の表面密度を監視及び測

定するため，屋内モニタリング設備を設

けるとともに，放射線サーベイ機器を備

える。◇1  

 

また，作業環境で採取した放射線管理用

試料の放射能測定を行うための測定機器

を備える。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 16条 （放射線管理施設）（23 / 23） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
      

   第二号について◇5  

廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設か

ら大気中へ放出される放射性物質の濃度

や，周辺監視区域境界付近における空間

放射線量及び空気中の放射性物質の濃度

を監視及び測定するための屋外モニタリ

ング設備として，排気モニタリング設備

及び環境モニタリング設備を設ける設計

とする。◇1  

 

排気モニタリング設備は，「発電用軽水

型原子炉施設における放出放射性物質の

測定に関する指針（昭和 53年９月 29日

原子力委員会決定）」を参考として，廃

棄物管理施設から大気中へ放出される放

射性物質の濃度を測定できる設計とす

る。◇3  

 

また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換

気筒モニタは，「発電用軽水型原子炉施

設における事故時の放射線計測に関する

審査指針（昭和 56年７月 23日原子力安

全委員会決定）」を参考として，事故時

にも廃棄物管理施設から大気中へ放出さ

れる放射性物質の濃度を測定できる設計

とする。◇3  

  

      

   第三号について 

管理区域における外部放射線に係る線量

当量率，空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を管理区

域入口付近に表示する設計とする。◇1  

 

また，廃棄物管理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び量や，周辺

監視区域境界付近における空間放射線量

及び空気中の放射性物質の濃度又はそれ

らを換算して得られる被ばく線量を従業

者が安全に認識できる場所に表示する設

計とする。◇1  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

 

第十六条（放射線管理施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

線量当量率，放射性物質の濃度

などの計測に係る放射線管理

施設に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － － 

② 

放射線遮蔽物の側壁の線量当

量率の計測に係る設備に関す

る設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項１号 － － 

③ 

排気口等における排気中の放

射性物質の濃度の計測に係る

設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項２号 － － 

④ 

排水口等における排水中の放

射性物質の濃度の計測に係る

設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項３号 － － 

⑤ 

管理区域における外部放射線

に係る線量当量率，空気中の放

射性物質の濃度及び放射性物

質によって汚染された物の表

面の放射性物質の密度の計測

に係る設備に関する設計の方

針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項４号 － － 

⑥ 

周辺監視区域における外部放

射線に係る線量当量の計測に

係る設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項５号 － － 

⑦ 

必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある

場所に表示するための設計の

方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
２項 － － 

⑧ 

放射線業務従事者の出入管理，

汚染管理，除染，線量管理等に

係る設備に関する設計の方針 

許可事項の展開 － － － 

⑨ 

廃棄物管理施設及びその境界

付近における放射性物質の濃

度及び線量の監視及び測定に

係る設計の方針 

許可事項の展開 － － － 

⑩ 

放射性廃棄物の排気口又はこ

れに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度若し

くは管理区域における外部放

射線に係る原子力規制委員会

許可事項の展開 
－ 

（15条 1項） 
－ － 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

の定める線量当量が著しく上

昇したときに，これらを確実に

検知して速やかに警報する設

備を設けることに関する事項 

⑪ 
共用に関する記載（安全機能を

有する施設） 

12条「安全機能を有する施設」の

共用に係る要求を受けている内容 

－ 

（12条 3項） 
－ a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（章の

見出し） 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）の記載と重複する

内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  手順等 
保安規定（運転管理，施設管理）で担保する事項である

ことから，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇3  添付書類記載内容 

設備の構成と仕様に関する事項及び設備の詳細に関する

事項は、設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

b 

◇4  添付書類記載内容 

設備の構成と仕様に関する事項及び設備の詳細に関する

事項は、設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

c 

◇5  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ Ⅳ－１－１－４ 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

ｂ 
Ⅳ－１－２－１ 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書 

ｃ Ⅳ－１－２－２ 管理区域の出入管理関係設備並びに試料分析関係設備に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載

1
第２章　個別項目
4．放射線管理施設

－ － － － － － － － － －

2
放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章共通項
目の「3. 自然現象」，「5. 火災等による損傷の防止」及び「7. 設備に
対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針 － － － － － － －

3

放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る
者（以下「放射線業務従事者等」という。）の放射線障害を防止するた
め，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放射線監視設
備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関係設備並びに周辺
環境における線量当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関
係設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書
2. 基本方針

【Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明
する。

【Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分
析関係設備に関する説明書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明
する。

－ － － － －

4 放射線管理設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明
する。

－ － － － －

5

また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物
質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入口付近に表示す
るとともに，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及
び量や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性
物質の濃度又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認
識できる場所に表示する運用とすることを保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針
Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

【2. 基本方針】
・放射線管理施設による測定結果の表示について
説明する。

－ － － － －

6 4.1　放射線監視設備 － － － － － － － － － －

7
放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放
射線サーベイ機器で構成する。

設置要求 基本方針
設置方針（放射線監視設
備の設備構成、系統構
成）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1　放射線監視設備

【3.1　放射線監視設備】
・放射線監視設備の構成について説明する。
・放射線監視設備の構成は，既設工認添付書類
「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記
載より変更なし

－ － － － －

8 4.1.1　屋内モニタリング設備 - - - - - － － － － －

9
廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室
において集中して監視するための屋内モニタリング設備として，エリアモ
ニタ及びダストモニタを設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の構成について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の配置について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・屋内モニタリング設備の構成，配置及び計測範
囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線に
よる被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２
放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

－ － － － －

添付書類　構成
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
貯蔵庫共用（Ｅ①）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

1
第２章　個別項目
4．放射線管理施設

－

2
放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章共通項
目の「3. 自然現象」，「5. 火災等による損傷の防止」及び「7. 設備に
対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言

3

放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る
者（以下「放射線業務従事者等」という。）の放射線障害を防止するた
め，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放射線監視設
備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関係設備並びに周辺
環境における線量当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関
係設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

4 放射線管理設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。 冒頭宣言

5

また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物
質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入口付近に表示す
るとともに，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及
び量や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性
物質の濃度又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認
識できる場所に表示する運用とすることを保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

6 4.1　放射線監視設備 －

7
放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放
射線サーベイ機器で構成する。

設置要求

8 4.1.1　屋内モニタリング設備 -

9
廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室
において集中して監視するための屋内モニタリング設備として，エリアモ
ニタ及びダストモニタを設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

項目番
号

基本設計方針 要求種別
説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 － － － － － － － －

△ 基本方針 － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設
備及び試料分析関係設備に関する
説明書
2. 基本方針

【Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構
成に関する説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設
備の概要を説明する。

【Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理
設備及び試料分析関係設備に関す
る説明書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設
備の概要を説明する。

－ － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設
備の概要を説明する。

－ － － － －

△
基本方針
施設共通 基本設計方針

－

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
2. 基本方針

【2. 基本方針】
・放射線管理施設による測定結果
の表示について説明する。

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1　放射線監視設備

【3.1　放射線監視設備】
・放射線監視設備の構成について
説明する。
・放射線監視設備の構成は，既設
工認添付書類「Ⅰ　放射線による
被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

－ － － － －

－ － － - - － － － － －

△ 基本方針
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の構成に
ついて説明する。
・屋内モニタリング設備の配置に
ついて説明する。
・屋内モニタリング設備の計測範
囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の構成，
配置及び計測範囲については，既
設工認添付書類「Ⅰ　放射線によ
る被ばくの防止に関する説明書」
の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考
え方」の記載より変更なし

－ － － － －

主要建屋のDB設備、再共用（Ｅ②） 地下水排水設備（Ｅ③）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
貯蔵庫共用（Ｅ①）

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録
するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を
超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示又は表
示）

設計方針（記録及び保
存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示又は表
示に係る場所及び方法について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保
存について説明する。
・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成，計測結果の
指示又は表示，計測結果の記録及び保存並びに警
報動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ
放射線による被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より
変更なし

－ － － － －

11 4.1.2　屋外モニタリング設備 - - - － － － － － － －

12
屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設
備で構成する。

設置要求 基本方針
設計方針（屋外モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2　屋外モニタリング設備

【3.1.2　屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成について説明す
る。
・屋外モニタリング設備の構成は，既設工認添付
書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の
記載より変更なし

－ － － － －

13 4.1.2.1　排気モニタリング設備 - - - - - － － － － －

14

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス
固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの
排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を監視するための排気モニ
タリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却
空気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・
貯蔵建屋換気筒)を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒
モニタ
排気サンプリング設備（ガラス固化体
受入・貯蔵建屋換気筒）

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の構成について説明す
る。
・排気モニタリング設備の配置について、説明す
る。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の構成，配置及び計測範
囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線に
よる被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２
放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

－ － － － －

15

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモ
ニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，放射能レベ
ルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒
モニタ
冷却空気出口シャフトモニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示又は表
示）

設計方針（記録及び保
存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。
・排気モニタリング設備の計測結果の指示又は表
示に係る場所及び方法について説明する。
・排気モニタリング設備の計測結果の記録及び保
存について説明する。
・排気モニタリング設備の警報動作範囲について
説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成，計測結果の
指示又は表示，計測結果の記録及び保存並びに警
報動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ
放射線による被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より
変更なし

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録
するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を
超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

11 4.1.2　屋外モニタリング設備 -

12
屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設
備で構成する。

設置要求

13 4.1.2.1　排気モニタリング設備 -

14

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス
固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの
排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を監視するための排気モニ
タリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却
空気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・
貯蔵建屋換気筒)を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

15

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモ
ニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，放射能レベ
ルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
主要建屋のDB設備、再共用（Ｅ②） 地下水排水設備（Ｅ③）

△ 基本方針
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の系統構
成について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結
果の指示又は表示に係る場所及び
方法について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結
果の記録及び保存について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の警報動
作範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構
成，計測結果の指示又は表示，計
測結果の記録及び保存並びに警報
動作範囲については，既設工認添
付書類「Ⅰ　放射線による被ばく
の防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の
記載より変更なし

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2　屋外モニタリング設備

【3.1.2　屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成に
ついて説明する。
・屋外モニタリング設備の構成
は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射
線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

－ － － － －

－ － － - - － － － － －

△ 基本方針
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設
備】
・排気モニタリング設備の構成に
ついて説明する。
・排気モニタリング設備の配置に
ついて、説明する。
・排気モニタリング設備の計測範
囲について説明する。
・排気モニタリング設備の構成，
配置及び計測範囲については，既
設工認添付書類「Ⅰ　放射線によ
る被ばくの防止に関する説明書」
の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考
え方」の記載より変更なし

－ － － － －

△ 基本方針
＜計測装置＞
警報動作範囲

－ －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設
備】
・排気モニタリング設備の系統構
成について、説明する。
・排気モニタリング設備の計測結
果の指示又は表示に係る場所及び
方法について説明する。
・排気モニタリング設備の計測結
果の記録及び保存について説明す
る。
・排気モニタリング設備の警報動
作範囲について説明する。
・排気モニタリング設備の系統構
成，計測結果の指示又は表示，計
測結果の記録及び保存並びに警報
動作範囲については，既設工認添
付書類「Ⅰ　放射線による被ばく
の防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の
記載より変更なし

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
貯蔵庫共用（Ｅ①）

16
排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)は，ガラス固
化体受入れ・貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射性物質を連続的
に捕集する設計とする

機能要求①
【排気モニタリング設備】
排気サンプリング設備（ガラス固化体
受入・貯蔵建屋換気筒）

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定に
ついて説明する。
・放射性物質の捕集及び測定については，既設工
認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関
する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

－ － － － －

17 4.1.2.2　環境モニタリング設備 － － － － － － － － － －

18
敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタ
リング設備として，積算線量計，ダストサンプラ及び気象観測機器(風向
風速計,温度計)を設置する設計とする。

設置要求
【環境モニタリング設備】
積算線量計
ダストサンプラ
気象観測機器（風向風速計,温度計）

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.2　環境モニタリング設備

【3.1.2.2　環境モニタリング設備】
・環境モニタリング設備の構成について説明す
る。
・環境モニタリング設備の配置について、説明す
る。
・環境モニタリング設備の構成及び配置について
は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばく
の防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理
に係る考え方」の記載より変更なし

－ － － －

19
積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用
する。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計
気象観測機器（風向風速計,温度計）

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －

20

積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，仕様及び運用を各
施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化
や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計
気象観測機器（風向風速計,温度計）

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －

21 4.1.3　放射線サーベイ機器 － － － － － － － － － －

22

放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線
用サーベイメータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメー
タ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ及びエアスニファを設け
る設計とする。

設置要求

【放射線サーベイ機器】
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ
ガンマ線用サーベイメータ
中性子線用サーベイメータ
ダストサンプラ
エアスニファ

設計方針（放射線サーベ
イ機器の設備構成）

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.1.3　放射線サーベイ機器

【3.1.3　放射線サーベイ機器】
・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気
中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の
放射性物質の密度の測定について説明する。
・放射線サーベイ機器の構成については，既設工
認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関
する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

－ － － － －

23 ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設と共用する。 機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

○ ガンマ線用サーベイメータ －
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

16
排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)は，ガラス固
化体受入れ・貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射性物質を連続的
に捕集する設計とする

機能要求①

17 4.1.2.2　環境モニタリング設備 －

18
敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタ
リング設備として，積算線量計，ダストサンプラ及び気象観測機器(風向
風速計,温度計)を設置する設計とする。

設置要求

19
積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用
する。

機能要求①

20

積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，仕様及び運用を各
施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化
や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①

21 4.1.3　放射線サーベイ機器 －

22

放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線
用サーベイメータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメー
タ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ及びエアスニファを設け
る設計とする。

設置要求

23 ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設と共用する。 機能要求①

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
主要建屋のDB設備、再共用（Ｅ②） 地下水排水設備（Ｅ③）

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設
備】
・放出管理のための放射性物質の
捕集及び測定について説明する。
・放射性物質の捕集及び測定につ
いては，既設工認添付書類「Ⅰ
放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管
理に係る考え方」の記載より変更
なし

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.2.2　環境モニタリング設備

【3.1.2.2　環境モニタリング設
備】
・環境モニタリング設備の構成に
ついて説明する。
・環境モニタリング設備の配置に
ついて、説明する。
・環境モニタリング設備の構成及
び配置については，既設工認添付
書類「Ⅰ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」の「Ⅰ－２
放射線管理に係る考え方」の記載
より変更なし

－ － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

○
積算線量計
気象観測機器（風向風速計,温度計）

－

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成
に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書
3.1.3　放射線サーベイ機器

【3.1.3　放射線サーベイ機器】
・放射線サーベイ機器の構成につ
いて説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、
線量当量、空気中の放射性物質の
濃度及び汚染された物の表面の放
射性物質の密度の測定について説
明する。
・放射線サーベイ機器の構成につ
いては，既設工認添付書類「Ⅰ
放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管
理に係る考え方」の記載より変更
なし

－ － － － －

－ － －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
貯蔵庫共用（Ｅ①）

24
ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区
域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保する
ことで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

○ ガンマ線用サーベイメータ －
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）

25 4.2　試料分析関係設備 － － － － － － － － － －

26

建物内の作業環境で採取した放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理
用試料等の化学分析，放射能測定等を行うための試料分析関係設備とし
て，放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置(ベータ
線用)及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する設計とする。

設置要求

【試料分析関係設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線
用）
放射能測定装置(ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関係
設備の設備構成）

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書
3.1　試料分析関係設備

【3.1　試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料，放射性廃棄物の
放出管理用試料及び環境試料の放射能測定につい
て説明する。
・試料分析関係設備の構成及び試料の測定につい
ては，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ば
くの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管
理に係る考え方」の記載より変更なし

－ － － － －

27 4.3　個人管理用設備 - - - - - － － － － －

28
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量
計を配備し，及びホールボディカウンタを設置する設計とする。

設置要求
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（個人管理用設
備の設備構成）

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書
3.2　個人管理用設備

【3.2　個人管理用設備】
・個人管理用設備の構成について説明する
・個人管理用設備の構成については，既設工認添
付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」
の記載より変更なし

－ － － － －

29 個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。 機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －

30

個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で同一と
し，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量
を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設
計とする。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －

31 4.4　出入管理関係設備 － － － － － － － － － －

32
放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに
伴う汚染管理及び除染のための出入管理関係設備として，出入管理設備及
び汚染管理設備を設置する設計とする。

設置要求

【出入管理設備】
入退域管理設備
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ

【汚染管理設備】
更衣設備
シャワ設備
手洗い場
退出モニタ
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ

設計方針（出入管理設備
の設備構成）

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書
3.3　出入管理関係設備

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成について説明する
・出入管理関係設備の構成については，既設工認
添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

24
ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区
域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保する
ことで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

25 4.2　試料分析関係設備 －

26

建物内の作業環境で採取した放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理
用試料等の化学分析，放射能測定等を行うための試料分析関係設備とし
て，放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置(ベータ
線用)及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する設計とする。

設置要求

27 4.3　個人管理用設備 -

28
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量
計を配備し，及びホールボディカウンタを設置する設計とする。

設置要求

29 個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。 機能要求①

30

個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で同一と
し，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量
を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設
計とする。

機能要求①

31 4.4　出入管理関係設備 －

32
放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに
伴う汚染管理及び除染のための出入管理関係設備として，出入管理設備及
び汚染管理設備を設置する設計とする。

設置要求

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
主要建屋のDB設備、再共用（Ｅ②） 地下水排水設備（Ｅ③）

－ － －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設
備及び試料分析関係設備に関する
説明書
3.1　試料分析関係設備

【3.1　試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成につい
て説明する
・作業環境の放射線管理用試料，
放射性廃棄物の放出管理用試料及
び環境試料の放射能測定について
説明する。
・試料分析関係設備の構成及び試
料の測定については，既設工認添
付書類「Ⅰ　放射線による被ばく
の防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の
記載より変更なし

－ － － － －

－ － － - - － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設
備及び試料分析関係設備に関する
説明書
3.2　個人管理用設備

【3.2　個人管理用設備】
・個人管理用設備の構成について
説明する
・個人管理用設備の構成について
は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射
線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

－ － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

○
個人線量計
ホールボディカウンタ

－

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

－ － － － － － － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設
備及び試料分析関係設備に関する
説明書
3.3　出入管理関係設備

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成につい
て説明する
・出入管理関係設備の構成につい
ては，既設工認添付書類「Ⅰ　放
射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理
に係る考え方」の記載より変更な
し

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
貯蔵庫共用（Ｅ①）

33
廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設け
た出入管理室を通る設計とする。

設置要求

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ

設計方針（出入管理設備
の設備構成）

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書
3.3　出入管理関係設備

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成について説明する
・出入管理関係設備の構成については，既設工認
添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

－ － － － －

34 出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 機能要求①

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －

35
出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周
辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保すること
で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ線用サーベイメータ
ベータ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される
条件の下における健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又は
MOX燃料加工施設と共用するものは，共用によっ
て廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設
計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第16条 放射線管理施設）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

33
廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設け
た出入管理室を通る設計とする。

設置要求

34 出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 機能要求①

35
出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周
辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保すること
で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備 仕様表 添付書類 添付書類における記載
主要建屋のDB設備、再共用（Ｅ②） 地下水排水設備（Ｅ③）

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設
備及び試料分析関係設備に関する
説明書
3.3　出入管理関係設備

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成につい
て説明する
・出入管理関係設備の構成につい
ては，既設工認添付書類「Ⅰ　放
射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理
に係る考え方」の記載より変更な
し

－ － － － －

△ 基本方針 －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －

○ 入退域管理装置 －

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能を有する施
設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
6.　共用に対する考慮

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再
処理施設又はMOX燃料加工施設と共
用するものは，共用によって廃棄
物管理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

2
放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章共通項目の「3. 自然現象」，「5. 火災等による損傷の防止」及び
「7. 設備に対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針 － － － -

3
放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）の放射線障害を防
止するため，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放射線監視設備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関
係設備並びに周辺環境における線量当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関係設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針

4 放射線管理設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。 冒頭宣言 基本方針

5

また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入口付
近に表示するとともに，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び量や，周辺監視区域境界付近における空間放射線
量及び空気中の放射性物質の濃度又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認識できる場所に表示する運用とすること
を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

【2.　基本方針】
・放射線管理施設による測定結果の表示について説明する。

※補足すべき事項の対象無し

7 放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で構成する。 設置要求 基本方針
設置方針（放射線
監視設備の設備構
成、系統構成）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1　放射線監視設備

【3.1　放射線監視設備】
・放射線監視設備の構成について説明する。

・放射線監視設備の構成は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射
線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

9
廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室において集中して監視するための屋内モニタリング設備とし
て，エリアモニタ及びダストモニタを設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設
定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

12 屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備で構成する。 設置要求 基本方針

設計方針（屋外モ
ニタリング設備の
設備構成、系統構
成）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1.2　屋外モニタリング設備

【3.1.2　屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成について説明する。

・屋外モニタリング設備の構成は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２
放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

14
北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口
シャフトの排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を監視するための排気モニタリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建
屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニ
タ
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
排気サンプリング設備（ガ
ラス固化体受入・貯蔵建屋
換気筒）

15
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，
放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
冷却空気出口シャフトモニ
タ

16
排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)は，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射性物
質を連続的に捕集する設計とする

機能要求①

【排気モニタリング設備】
排気サンプリング設備（ガ
ラス固化体受入・貯蔵建屋
換気筒）

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定について説明する。

・放射性物質の捕集及び測定については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

18
敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタリング設備として，積算線量計，ダストサンプラ及び気象観測
機器(風向風速計,温度計)を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
積算線量計
ダストサンプラ
気象観測機器

設計方針（環境モ
ニタリング設備の
設備構成、系統構
成）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1.2.2　環境モニタリング設備

【3.1.2.2　環境モニタリング設備】
・環境モニタリング設備の構成について説明する。
・環境モニタリング設備の配置について、説明する。

・環境モニタリング設備の構成及び配置については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

22
放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線用サーベイメータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線用
サーベイメータ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ及びエアスニファを設ける設計とする。

設置要求

【放射線サーベイ機器】
アルファ線用サーベイメー
タ
ベータ線用サーベイメータ
ガンマ線用サーベイメータ
中性子線用サーベイメータ
ダストサンプラ
エアスニファ

設計方針（放射線
サーベイ機器の設
備構成、系統構
成）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1.3　放射線サーベイ機器

【3.1.3　放射線サーベイ機器】
・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の放射性物質の密度
の測定について説明する。

・放射線サーベイ機器の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設
定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示又は表示に係る場所及び方法について説明する。

・屋内モニタリング設備の指示又は表示については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

15
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，
放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
冷却空気出口シャフトモニ
タ

3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の計測結果の指示又は表示に係る場所及び方法について説明する。

・排気モニタリング設備の指示又は表示については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設
定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。

・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保存については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

15
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，
放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
冷却空気出口シャフトモニ
タ

3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。

・排気モニタリング設備の計測結果の記録及び保存については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

展開先（小項目）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1.2.1　排気モニタリング設備

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

基本方針

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

3.1.1　屋内モニタリング設備

2.　基本方針

設計方針（排気モ
ニタリング設備の
設備構成、系統構
成）

設計方針（屋内モ
ニタリング設備の
設備構成、系統構
成）

設計方針（指示又
は表示）

設計方針（記録及
び保存）

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象無し

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の配置について説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明する。

・屋内モニタリング設備の構成，配置及び系統構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の構成について説明する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説明する。

・排気モニタリング設備の構成，配置及び系統構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止
に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

※補足すべき事項の対象無し
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基本設計方針の添付書類への展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

9
廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室において集中して監視するための屋内モニタリング設備とし
て，エリアモニタ及びダストモニタを設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明する。

・屋内モニタリング設備の計測範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

14
北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口
シャフトの排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を監視するための排気モニタリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建
屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニ
タ
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
排気サンプリング設備（ガ
ラス固化体受入・貯蔵建屋
換気筒）

3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明する。

・排気モニタリング設備の計測範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設
定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

3.1.1　屋内モニタリング設備

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

・屋内モニタリング設備の警報動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

15
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御室において指示及び記録するとともに，
放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
ガラス固化体受入れ・貯蔵
建屋換気筒モニタ
冷却空気出口シャフトモニ
タ

3.1.2.1　排気モニタリング設備

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

・排気モニタリング設備の警報動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

3
放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）の放射線障害を防
止するため，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放射線監視設備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関
係設備並びに周辺環境における線量当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関係設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅲ-1-4-2　管理
区域の出入管理
設備及び試料分
析関係設備に関
する説明書

2.　基本方針
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象無し

26
建物内の作業環境で採取した放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化学分析，放射能測定等を行うための試料分析関係
設備として，放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置(ベータ線用)及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する設計
とする。

設置要求

【試料分析関係設備】
放射能測定装置（アル
ファ・ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線
用）

設計方針（試料分
析関係設備の設備
構成、系統構成）

Ⅲ-1-4-2　管理
区域の出入管理
設備及び試料分
析関係設備に関
する説明書

3.1　試料分析関係設備

【3.1　試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成について説明する

・作業環境の放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の放射能測定について説明する。
・試料分析関係設備の構成及び試料の測定については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

28
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量計を配備し，及びホールボディカウンタを設置する設計とす
る。

設置要求
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（個人管
理用設備の設備構
成、系統構成）

Ⅲ-1-4-2　管理
区域の出入管理
設備及び試料分
析関係設備に関
する説明書

3.2　個人管理用設備

【3.2　個人管理用設備】
・個人管理用設備の構成について説明する

・個人管理用設備の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

32
放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染のための出入管理関係設備として，出入
管理設備及び汚染管理設備を設置する設計とする。

設置要求

【出入管理設備】
入退域管理設備
アルファ・ベータ線用サー
ベイメータ

【汚染管理設備】
更衣設備
シャワ設備
退出モニタ
アルファ・ベータ線用サー
ベイメータ

33 廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出入管理室を通る設計とする。 設置要求

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ・ベータ線用サー
ベイメータ

19 積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計
気象観測機器

設計方針（共用）
・積算線量計及び気象観測機器は再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域であることにより，監視結果
の共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

20
積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等
の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計
気象観測機器

設計方針（共用）
・積算線量計及び気象観測機器は再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域であることにより，監視結果
の共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

23 ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設と共用する。 機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
・ガンマ線用サーベイメータは再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域であることにより，監視結果の
共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

24
ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量
を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）
・ガンマ線用サーベイメータは再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域であることにより，監視結果の
共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

29 個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。 機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）
・個人線量計及びホールボディカウンタは再処理施設と共用するが，廃棄物管理施設及び再処理施設において用いる
個人管理用設備の仕様及び運用を同一とし、共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

30
個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や
必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）
・個人線量計及びホールボディカウンタは再処理施設と共用するが，廃棄物管理施設及び再処理施設において用いる
個人管理用設備の仕様及び運用を同一とし、共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

34 出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 機能要求①

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ・ベータ線用サー
ベイメータ

設計方針（共用）
・入退域管理装置及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域
であることにより，監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設
計とする。

※補足すべき事項の対象無し

35
出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保
することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ・ベータ線用サー
ベイメータ

設計方針（共用）
・入退域管理装置及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは再処理施設と共用するが，周辺監視区域が同一の区域
であることにより，監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設
計とする。

※補足すべき事項の対象無し

Ⅲ-1-1-4-1　安
全機能を有する
施設が使用され
る条件の下にお
ける健全性に関
する説明書

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

Ⅲ-1-4-1　放射
線管理施設の構
成に関する説明
書並びに計測範
囲及び警報動作
範囲に関する説
明書

7. 系統施設毎の設計上の考慮
7.4 放射線管理施設

3.3　出入管理関係設備
設計方針（出入管
理設備の設備構
成、系統構成）

Ⅲ-1-4-2　管理
区域の出入管理
設備及び試料分
析関係設備に関
する説明書

設計方針（計測範
囲）

設計方針（警報動
作範囲）

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成について説明する

・出入管理関係設備の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ
－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し
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基本設計方針の添付書類への展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
Ⅵ-1-2-1　放射線管理設備の説明書 - - -
1. 概要 ・本説明書における説明の全体像を示す。 - - △ ・本説明書における説明の全体像を示す。 -
2. 基本方針 ・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。 - - △ ・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。 -
3. 放射線管理施設の構成 - - - - - -

3.1 放射線監視設備 ・放射線監視設備の構成について説明する。 - - △ ・放射線監視設備の構成について説明する。 -

3.1.1 屋内モニタリング設備

・屋内モニタリング設備の構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の配置について説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示又は表示について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

- - △

・屋内モニタリング設備の構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の配置について説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示又は表示について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

-

3.1.2 屋外モニタリング設備 ・屋外モニタリング設備の構成について説明する。 - - △ ・屋外モニタリング設備の構成について説明する。 -

3.1.2.1 排気モニタリング設備

・排気モニタリング設備の構成について説明する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説明する。
・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定について説明する。
・排気モニタリング設備による計測結果の指示または表示について説明する。
・排気モニタリング設備による計測結果の記録及び保存について説明する。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・排気モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

- - △

・排気モニタリング設備の構成について説明する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説明する。
・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定について説明する。
・排気モニタリング設備による計測結果の指示または表示について説明する。
・排気モニタリング設備による計測結果の記録及び保存について説明する。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・排気モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。

-

3.1.2.2 環境モニタリング設備
・環境モニタリング設備の構成について説明する。
・環境モニタリング設備の配置について、説明する。

- - △
・環境モニタリング設備の構成について説明する。
・環境モニタリング設備の配置について、説明する。

-

3.1.3 放射線サーベイ機器
・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の
放射性物質の密度の測定について説明する。

- - △
・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の
放射性物質の密度の測定について説明する。

-

Ⅵ-1-2-2　出入管理関係,試料分析の説明書

1. 概要 ・本説明書における説明の全体像を示す。 - - △ ・本説明書における説明の全体像を示す。 -

2. 基本方針 ・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。 - - △ ・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。 -

3. 施設の詳細設計方針 - - - - - -

3.1 試料分析関係設備
・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の放射能測定につい
て説明する。

- - △
・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の放射能測定につい
て説明する。

-

3.2 個人管理用設備 ・個人管理用設備の構成について説明する。 - - △ ・個人管理用設備の構成について説明する。 -

3.3 出入管理関係設備 ・出入管理関係設備の構成について説明する - - △ ・出入管理関係設備の構成について説明する -

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

廃棄物管理目次
廃棄物管理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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別紙４－２ 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書 1/5 0

別紙
備考

(1/1)
47



令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙４－１ 
 

 

 

放射線管理施設の構成に関する説明

書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書 

  

48



別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(1/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

目   次 

Ⅴ-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関

する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書 

 

 

 1. 概要 1. 概要  

  

2. 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

3. 放射線管理施設の構成 

3.1 放射線監視設備 

3.1.1 屋内モニタリング設備 

 

3.1.2 屋外モニタリング設備 

3.1.2.1 排気モニタリング設備 

3.1.2.2 環境モニタリング設備 

 

 

3.1.3 放射線サーベイ機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

2.1 設計基準対象施設に関する計測 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

 

 

 

 

 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質

濃度を計測する装置 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれが

ある管理区域から環境に放出する排

水中又は排気中の放射性物質濃度を

測定する装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設におい

て重大事故等は想定し

ていないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

設備が異なることから

記載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

 

【凡例】 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(2/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.1 緊急時対策所の線量当量率を計測す

る装置 

3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量

率を計測する装置 

 

3.3 固定式周辺モニタリング設備 

 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

 

3.5 放射線管理用計測装置の計測結果の表

示，記録及び保存 

3.5.1 計測結果の指示又は表示 

3.5.2 設計基準対象施設に関する計測結果

の記録及び保存 

3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結

果の記録及び保存 

 

3.6 その他 

3.6.1 海上モニタリングについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備が異なることから

記載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設におい

ては，計測結果の表示，

記録及び保存に係る変

更がないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

発電炉では，海上モニ

タリングを実施するた

め必要な設備を記載し

ているのに対し，廃棄

物管理施設では廃棄物

管理施設の立地状況

(海に面していない)を

踏まえ海上モニタリン

グを不要としているこ

とから記載が異なるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(3/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 放射線計測器の保有等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 放射線管理用計測装置の計測範囲及び警

報動作範囲  

4.1 放射線管理用計測装置の計測範囲 

4.2 放射線管理用計測装置の警報動作範囲 

 

発電炉では，重大事故

等時においてモニタリ

ングを拡充する場合に

備えた放射線計測器の

保有について記載して

いるが，廃棄物管理施

設においては重大事故

等を想定していないこ

とから記載が異なるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

廃棄物管理施設におい

ては，計測範囲及び警

報動作範囲に係る変更

がないことから記載が

異なるものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(4/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 1. 概要 

本資料は，「特定第一種廃棄物埋設施設又

は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規

則」(以下「技術基準規則」という。)第15条

及び第16条，「廃棄物管理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」(以下「事業指

定基準規則」という。)第15条及び第16条並び

にその「廃棄物管理施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈」(以下「事業指

定基準規則の解釈」という。)に関わる放射線

管理施設の構成，計測範囲及び警報動作範囲

について説明するものである。 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術

基準規則」という。)第34 条，第47 条，第67 

条，第69 条，第73 条，第75 条及び第76 条

並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

(以下「解釈」という。)に関わる放射線管理

施設のうち放射線管理用計測装置の構成，計

測範囲及び警報動作範囲について説明する

ものである。 

 

 

 

 

放射線管理施設には

「廃棄物管理施設の位

置，構造及び設備の基

準に関する規則」(以

下，「廃棄物管理施設

の事業指定基準規則」

という。)においてのみ

要求がある設備を含む

ため記載したものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない 

    

  併せて，技術基準規則第 34 条及びその解

釈に関わる放射線管理用計測装置の計測結果

の表示，記録，保存及び外部電源が喪失した

場合の計測についても説明する。 

廃棄物管理施設におい

ては，計測結果の表示，

記録及び保存に係る変

更がないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

「発電炉の技術基準規

則」において記録の保

存に係る要求があるの

に対し，「廃棄物管理

施設の技術基準規則」

においては同要求事項

がないため記載が異な

るものであり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(5/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

  なお，技術基準規則第34 条及びその解釈

に関わる放射線管理用計測装置のうち設計

基準対象施設としてのみ使用する計測装置

の構成，計測範囲及び技術基準規則第47 条

及びその解釈に関わる放射線管理用計測装

置の警報機能に関しては，要求事項に変更が

ないため，今回の申請において変更は行わな

い。 

認可済みの設備に関す

る記載については，「3. 

放射線管理施設の構

成」にて記載する。 

    

  今回は，設計基準対象施設に関する表示，

電源，記録の保存及びデータ伝送系の多様化

並びに重大事故等対処設備に関する放射線管

理用計測装置について説明する。 

廃棄物管理施設におい

ては，計測結果の表示，

記録及び保存に係る変

更がないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

廃棄物管理施設におい

て重大事故等は想定し

ていないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(6/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 2. 基本方針 2. 基本方針  

  2.1 設計基準対象施設に関する計測 

周辺監視区域に隣接する地域における空

間線量率を計測するための固定式周辺モニ

タリング 設備は，非常用所内電気設備に接

続するとともに，専用の無停電電源装置を有

し，電源の供給元の切替時に発生する短時間

の停電時においても電源を供給できる設計

とする。指示値は中央 制御室及び緊急時対

策所へ表示し，中央制御室及び緊急時対策所

建屋までの伝送は多様性を有する設計とす

る。 

管理区域内において人が常時立ち入る場

所その他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者

に対する放射線障害の防止のための措置を

必要とする場所をいう。）の線量当量率を計

測するためのエリアモニタリング設備のう

ち，原子炉建屋エリアモニタ（燃料取替フロ

ア燃料プール）は，外部電源が喪失した場合

でも計測できるよう，非常用所 内電気設備

から給電できる設計とする。 

技術基準規則第 34 条及びその解釈に基

づき，計測装置の計測結果は，中央制御室に

原則表示し，確実に記録計にて継続的に記録

し，記録紙は取り替えて保存できる設計とす

る。ただし，断続的な試料の分析を行う場合

は，従事者が測定結果を記録し保存できる設

計とする。 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(7/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

技術基準規則第67条及びその解釈に基づ

き，炉心の著しい損傷が発生した場合に，原

子炉格納容器外に水素ガスを排出する場合

の排出経路における放射性物質濃度を計測

するためのプロセスモニタリング設備を設

置し，計測結果は中央制御室に表示し，記録

及び保存できる設計とする。また，直流電源

が必要な場合には，代替電源設備からの給電

が可能な設計とする。 

技術基準規則第69条及びその解釈に基づ

き，使用済燃料貯蔵槽の上部の空間線量率

を，燃料貯蔵設備に係る重大事故等（注）に

より変動する可能性がある範囲にわたり計

測するためのエリアモニタリング設備を設

置し，計測結果は中央制御室に表示し，記録

及び保存できる設計とする。また，直流電源

が必要な場合には，代替電源設備からの給電

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(8/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

技術基準規則第73条及びその解釈に基づ

き，重大事故等が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラ

メータとして，格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｓ／Ｃ），格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ

／Ｗ），耐圧強化ベント系放射線モニタ，フィ

ルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）及び

フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）

を設ける設計とするとともに，重大事故等が

発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障又は故障が疑われ，当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合に

おいて，当該パラメータを推定するために必

要なパラメータを計測する設備を設置する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(9/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを，炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータとする。 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策を成功させるために必要な発電用原子

炉施設の状態を把握するためのパラメータ

の計測装置の計測範囲は，設計基準事故時に

想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切

に対応するための計測範囲を有する設計と

するとともに，重大事故等が発生し，当該重

大事故等に対処するために監視することが

必要な原子炉格納容器内の放射線量率，最終

ヒートシンクの確保に必要なパラメータの

計測が困難となった場合又は計測範囲を超

えた場合に，代替パラメータによる推定の対

応手段等により推定できる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超え状態

における発電用原子炉施設の状態を把握す

るための能力（計測可能範囲）の明確化をす

るとともに，パラメータの計測が困難となっ

た場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータによる推定の対応手段等，複数のパ

ラメータの中から確からしさを考慮した優

先順位を保安規定に定める設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(10/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

原子炉格納容器内の放射線量率，最終ヒー

トシンクの確保に必要なパラメータは想定

される重大事故等の対応に必要となる炉心

損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を

成功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータとして，

計測又は監視できる設計とする。また，計測

結果は中央制御室に原則指示又は表示し，記

録及び保存できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，緊急時対策支援システム伝送装置に電

磁的に記録，保存し，電源喪失により保存し

た記録が失われない設計とする。また，記録

については必要な容量を保存できる設計と

する。 

 

技術基準規則第75条及びその解釈に基づ

き，重大事故等が発生した場合に発電所及び

その周辺（発電所の周辺海域を含む。）におい

て発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するために，移動

式周辺モニタリング設備を保管する。固定式

周辺モニタリング設備は，全交流動力電源喪

失時においても代替電源設備から電源供給

ができる電源構成とする。固定式周辺モニタ

リング設備の機能が喪失した場合にその機

能を代替するための計測装置を含む移動式

周辺モニタリング設備は，現場にて指示又は

表示を行うこととし，測定結果を記録及び保

存できる設計とする。また，発電所の周辺海

域の海上モニタリングを行うために海上を

移動できる設備を保管する。 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(11/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

技術基準規則第76条及びその解釈に基づ

き，緊急時対策所内の放射線量を監視，計測

及び記録するために緊急時対策所エリアモ

ニタを設け，計測結果を記録及び保存できる

設計とする。 

（注）燃料貯蔵設備に係る重大事故等は以下

のとおり 

a. 「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規

則の解釈」第37条 3-1（a）及び（b）で

定義する想定事故１（使用済燃料プール

の冷却機能又は注水機能が喪失するこ

とにより，使用済燃料プール内の水の温

度が上昇し，蒸発により水位が低下する

事故）及び想定事故２（サイフォン現象

等により使用済燃料プール内の水の小

規模な喪失が発生し，使用済燃料プール

の水位が低下する事故）において想定 

する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下 

b. 使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他要因により当該使用済燃料

貯蔵槽内の水位が異常に低下した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(12/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

第２章 個別項目    

4．放射線管理施設    

放射線管理施設の設計に係る共通的な設計

方針については，第１章共通項目の「3. 自然

現象」，「5. 火災等による損傷の防止」及び「7. 

設備に対する要求事項」に基づくものとする。 

   

    

放射線管理施設には，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放

射線業務従事者等」という。）の放射線障害を

防止するため，放射線業務従事者等の放射線

管理を確実に行うための放射線監視設備，試

料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管

理関係設備並びに周辺環境における線量当量

等を監視するため，放射線監視設備及び試料

分析関係設備を設置する設計とする。 

放射線管理施設には，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放

射線業務従事者等」という。）の放射線障害を

防止するため，放射線業務従事者等の放射線

管理を確実に行うため及び周辺環境における

線量当量等を監視するため，放射線監視設備

を設置する設計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

放射線監視設備の一部の供給電源は，再処

理施設の電気設備を共用する。 

放射線監視設備の一部の供給電源は，再処

理施設の電気設備を共用する。 

  

    

また，管理区域における外部放射線に係る

線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入

口付近に表示するとともに，廃棄物管理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃度及

び量や，周辺監視区域境界付近における空間

放射線量及び空気中の放射性物質の濃度又は

それらを換算して得られる被ばく線量を従業

者が安全に認識できる場所に表示する運用と

することを保安規定に定めて，管理する。 

また，管理区域における外部放射線に係る

線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入

口付近に表示するとともに，廃棄物管理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃度及

び量や，周辺監視区域境界付近における空間

放射線量及び空気中の放射性物質の濃度を従

業者が安全に認識できる場所に表示する運用

とすることを保安規定に定めて，管理する。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(13/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 

 

 

 

 

3.放射線管理施設の構成 

設計基準対象施設の放射線管理施設におけ

る検出器から測定値の指示，表示及び記録に

至るシステム構成については，「3.1放射線監

視設備」に示す。 

 

 

 

 

3. 放射線管理用計測装置の構成 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備の放射線管理用計測装置における検出器

から測定値の指示，表示及び記録に至るシス

テム構成及び電源構成については，「3.1 プ

ロセスモニタリング設備」，「3.2 エリアモ

ニタリング設備」「3.3 固定式周辺モニタリ

ング設備」，「3.4 移動式周辺モニタリング

設備」に示す。 

 

 

 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備の放射線管理用計測装置による計測結果

の表示，記録及び保存については，「3.5 放

射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存」にてとりまとめる。 

設備が異なることから

記載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

廃棄物管理施設におい

て重大事故等は想定し

ていないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

廃棄物管理施設におい

ては，計測結果の表示，

記録及び保存に係る変

更がないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(14/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1 放射線監視設備 3.1 放射線監視設備   

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，

屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機

器で構成する。 

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，

屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機

器で構成する。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

4.1.1 屋内モニタリング設備 3.1.1 屋内モニタリング設備   

廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レ

ベル又は放射能レベルを制御室において集中

して監視するための屋内モニタリング設備と

して，エリアモニタ及びダストモニタを設置

する設計とする。 

廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レ

ベル又は放射能レベルを制御室において集中

して監視するための屋内モニタリング設備と

して，ガンマ線エリアモニタ及びベータ線ダ

ストモニタを設置する設計とする。 

 基本設計方針及び事業

変更許可に基づいた記

載としており，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

    

エリアモニタ及びダストモニタの測定値

は，制御室において指示又は記録するととも

に，放射線レベル又は放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えた場合に，制御室及び

必要な箇所において警報を発する設計とす

る。 

ガンマ線エリアモニタ及びベータ線ダスト

モニタの測定値は，制御室において指示又は

記録するとともに，放射線レベル又は放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合

に，制御室及び必要な箇所において警報を発

する設計とする。 

  

    

 なお，屋内モニタリング設備に関する設計

については，廃棄物管理施設内の主要箇所の

放射線レベル又は放射能レベルを監視するた

めの設備に認可を受けたものから構造等に変

化はないことから，以下の認可を受けたもの

に同じである。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第580号にて

認可を受けた第４回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(15/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1.2 屋外モニタリング設備 3.1.2 屋外モニタリング設備   

屋外モニタリング設備は，排気モニタリン

グ設備及び環境モニタリング設備で構成す

る。 

屋外モニタリング設備は，排気モニタリン

グ設備及び環境モニタリング設備で構成す

る。 

  

    

4.1.2.1 排気モニタリング設備 3.1.2.1 排気モニタリング設備   

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建

屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気

出口シャフトの排気口から大気中へ放出する

放射性物質の濃度を監視するための排気モニ

タリング設備として，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャフ

トモニタ及び排気サンプリング設備（ガラス

固化体受入・貯蔵建屋換気筒）を設置する設

計とする。 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建

屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気

出口シャフトの排気口から大気中へ放出する

放射性物質の濃度を監視するための排気モニ

タリング設備として，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャフ

トモニタ及び排気サンプリング設備（ガラス

固化体受入・貯蔵建屋換気筒）を設置する設

計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

    

 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タは北換気筒管理建屋に，また，冷却空気出

口シャフトモニタ（ガスモニタ）はガラス固

化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

に設置する。 

 事業変更許可に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値

は，制御室において指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えた場合に，制御室において警報を発する

設計とする。 

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値

は，制御室において指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えた場合に，制御室において警報を発する

設計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

排気サンプリング設備（ガラス固化体受入・

貯蔵建屋換気筒）は，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射

性物質を連続的に捕集する設計とする 

排気サンプリング設備（ガラス固化体受入・

貯蔵建屋換気筒）は，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射

性物質を連続的に捕集する設計とする。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(16/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タは，多重性を考慮し，２系統を設ける設計

とする。 

 事業変更許可に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体

受入・貯蔵建屋換気筒)は，「発電用軽水型原

子炉施設における放出放射性物質の測定に関

する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決

定）」における測定対象核種，測定下限濃度，

計測頻度，計測方法及び試料採取方法を参考

として，計測方法及び試料採取方法を定め，

廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を測定できる設計とする。 

  

 

    

 また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒モニタは，「発電用軽水型原子炉施設におけ

る事故時の放射線計測に関する審査指針（昭

和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参

考として，事故時を想定した計測範囲を有し，

連続的に指示及び記録するとともに，予備電

源に接続することとし，事故時にも廃棄物管

理施設から大気中へ放出される放射性物質の

濃度を測定できる設計とする。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(17/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 なお，排気モニタリング設備に関する設計

については，廃棄物管理施設から大気中へ放

出する放射性物質の濃度を監視するための設

備に認可を受けたものから構造等に変化はな

いことから，以下の認可を受けたものに同じ

である。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第580号にて

認可を受けた第４回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(18/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1.2.2 環境モニタリング設備 3.1.2.2 環境モニタリング設備   

敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃

度を監視するための環境モニタリング設備と

して，積算線量計，ダストサンプラ及び気象

観測機器（風向風速計,温度計）を設置する設

計とする。 

敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃

度を監視するための環境モニタリング設備と

して，積算線量計，ダストサンプラ及び気象

観測機器（風向風速計,温度計）を設置する設

計とする。 

 基本設計方針及び事業

変更許可に基づいた記

載としており，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

    

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，再処理施設と共用する。 

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，再処理施設と共用する。 

  

    

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定

対象等の共有化や必要な容量を確保すること

で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定

対象等の共有化や必要な容量を確保すること

で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

 なお，環境モニタリング設備に関する設計

については，敷地内外の線量及び空気中の放

射性物質濃度を監視するための設備に認可を

受けたものから構造等に変化はないことか

ら，以下の認可を受けたものに同じである。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第580号にて

認可を受けた第４回申請の設工認申請書の

「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関する説

明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に係る考え方」 

  

 

 

 

 

 

 

   

66



別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(19/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1.3 放射線サーベイ機器 3.1.3 放射線サーベイ機器   

放射線サーベイに使用するための放射線サ

ーベイ機器として，アルファ線用サーベイメ

ータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線

用サーベイメータ，中性子線用サーベイメー

タ，ダストサンプラ及びエアスニファを設け

る設計とする。 

放射線サーベイに使用するための放射線サ

ーベイ機器として，アルファ線用サーベイメ

ータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線

用サーベイメータ，中性子線用サーベイメー

タ，ダストサンプラ及びエアスニファを設け

る設計とする。 

  

    

ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設

と共用する。 

ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設

と共用する。 

 

  

ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運

用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な

容量を確保することで，共用によって廃棄物

管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運

用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な

容量を確保することで，共用によって廃棄物

管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  

    

 なお，放射線サーベイ機器のうち，ガンマ

線用サーベイメータ以外の設備に関する設計

については，廃棄物管理施設内の主要箇所の

放射線レベル又は放射能レベルを監視するた

めの設備に認可を受けたものから構造等に変

化はないことから，以下の認可を受けたもの

に同じである。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第580号にて

認可を受けた第４回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(20/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.2 試料分析関係設備    

建物内の作業環境で採取した放射線管理用

試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化

学分析，放射能測定等を行うための試料分析

関係設備として，放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置(ベータ線用）

及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する

設計とする。 

   

    

4.3 個人管理用設備    

放射線業務従事者等の線量評価のための個

人管理用設備として，個人線量計を配備し，

及びホールボディカウンタを設置する設計と

する。 

   

    

個人線量計及びホールボディカウンタは，

再処理施設と共用する。 

   

    

個人線量計及びホールボディカウンタは，

仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，

周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化

や必要な容量を確保することで，共用によっ

て廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

   

    

4.4 出入管理関係設備    

放射線業務従事者等の管理区域への出入管

理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理

及び除染のための出入管理関係設備として，

出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設

計とする。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(21/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，

原則として出入管理設備を設けた出入管理室

を通る設計とする。 

   

出入管理設備の一部は，再処理施設と共用

する。 

   

    

出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等

が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を

確保することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(22/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

  3.1 プロセスモニタリング設備 

3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質

濃度を計測する装置 

(1) 格納容器雰囲気放射線モニタ(Ｄ／Ｗ) 

格納容器雰囲気放射線モニタ(Ｄ／Ｗ)は，

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，格納容器雰囲気放射線

モニタ(Ｄ／Ｗ)の検出信号は，電離箱からの

電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置に

て線量当量率信号へ変換した後，線量当量率

を中央制御室に指示し，記録及び保存する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて

記録及び保存する。 

 

記録及び保存については，「3.5 放射線管

理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。 

 

(「図 3.1.1-1 格納容器雰囲気放射線モニタ

(Ｄ／Ｗ)の概略構成図」及び「図 3.1.1-2検

出器の構造図(格納容器雰囲気放射線モニタ

(Ｄ／Ｗ))」参照。) 

 

・図 3.1.1-1 格納容器雰囲気放射線モニタ

(Ｄ／Ｗ)の概略構成図 

・図 3.1.1-2 検出器の構造図(格納容器雰囲

気放射線モニタ(Ｄ／Ｗ)) 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設には，

比較対象となる設備が

ないことから記載が異

なるものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。（以下同様） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(23/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

(2) 格納容器雰囲気放射線モニタ(Ｓ／Ｃ) 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 

の機能を有しており，格納容器雰囲気放射線

モニタ（Ｓ／Ｃ）の検出信号は，電離箱から 

の電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置

にて線量当量率信号へ変換した後，線量当量 

率を中央制御室に指示し，記録及び保存す

る。また，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.5 放射線管理用計測装置の計測結

果 の表示，記録及び保存」に示す。 

 

・図 3.1.1-3 格納容器雰囲気放射線モニタ

(Ｓ／Ｃ)の概略構成図 

・図 3.1.1-4 検出器の構造図(格納容器雰囲

気放射線モニタ(Ｓ／Ｃ)) 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(24/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.1.2 放射性物質により汚染するおそれが

ある管理区域から環境に放出する排水

中又は排気中の放射性物質濃度を測定

する装置 

(1) フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン

ジ） 

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン

ジ）は，重大事故等対処設備の機能を有して

おり，フィルタ装置出口放射線モニタ（低レ

ンジ）の検出信号は，電離箱からの電気信号

を前置増幅器で増幅し，演算装置にて線量当

量率信号へ変換した後，線量当量率を中央制

御室に指示する。また，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及

び保存については，「3.5 放射線管理用計測

装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示

す。 

 

（「図 3.1.2-1 フィルタ装置出口放射線モ

ニタ（低レンジ）の概略構成図」及び「図 

3.1.2-2 検出器の構造図（フィルタ装置出口

放射線モニタ（低レンジ））」参照。） 

 

直流電源が必要な場合には，常設代替直流電

源設備である緊急用 125 V 系蓄電池及び可

搬型代替直流電源設備である可搬型代替低

圧電源車及び可搬型整流器から緊急用直流 

125 V 計装分電盤を介して供給できる設計と

する。（「図 3.1.2-5 放射性物質により汚染

するおそれがある管理区域から環境に放出

する排水中又は排気中の放射性物質濃度を

測定する装置の概略電源系統図（直流電源）」

参照。） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(25/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

・図 3.1.2-1 フィルタ装置出口放射線モニタ

（低レンジ）の概略構成図 

・図 3.1.2-2 検出器の構造図(フィルタ装置

出口放射線モニタ（低レンジ)) 

 

(2) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レン

ジ） 

フィルタ装置出口放射線モニタ（高レン

ジ）は，重大事故等対処設備の機能を有して

おり，格納容器圧力逃がし系出口配管の圧力

開放板前後に 1 個ずつの 2 個を設置して

いる。 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レ

ンジ）の検出信号は，電離箱からの電気信号

を前置増幅器で増幅し，演算装置にて線量当

量率信号へ変換した後，線量当量率を中央制

御室に指示する。また，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及

び保存については，「3.5 放射線管理用計測

装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示

す。 

 

（「図 3.1.2-3 フィルタ装置出口放射線モ

ニタ（高レンジ）の概略構成図」及び「図 

3.1.2-4 検出器の構造図（フィルタ装置出口

放射線モニタ（高レンジ））」参照。） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(26/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

直流電源が必要な場合には，常設代替直流

電源設備である緊急用 125 V 系蓄電池及び

可搬型代替直流電源設備である可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用直

流 125 V 計装分電盤を介して供給できる設

計とする。（「図 3.1.2-5 放射性物質により

汚染するおそれがある管理区域から環境に

放出する排水中又は排気中の放射性物質濃

度を測定する装置の概略電源系統図（直流電

源）」参照。） 

 

・図 3.1.2-3 フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）の概略構成図 

・図 3.1.2-4 検出器の構造図(フィルタ装置

出口放射線モニタ（高レンジ)) 

・図 3.1.2-5 放射性物質により汚染するお

それがある管理区域から環境に放出する

排水中又は排気中の放射性物質濃度を測

定する装置の概略電源系統 図（直流電源） 

 

(3) 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

耐圧強化ベント系放射線モニタは，重大事

故等対処設備の機能を有しており，耐圧強化

ベント系放射線モニタの検出信号は，電離箱

からの電気信号を前置増幅器で増幅し，演算

装置にて線量当量率信号に変換する処理を

行った後，線量当量率を中央制御室に指示す

る。また，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては， 「3.5 放射線管理用計測装置の計測結

果の表示，記録及び保存」に示す。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(27/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

（「図 3.1.2-6 耐圧強化ベント系放射線モ

ニタの概略構成図」及び「図 3.1.2-7 検出 

器の構造図（耐圧強化ベント系放射線モニ

タ）」参照。） 

 

・図 3.1.2-6耐圧強化ベント系放射線モニタ

の概略構成図 

・図 3.1.2-7 検出器の構造図(耐圧強化ベン

ト系放射線モニタ) 

 

3.2 エリアモニタリング設備 

3.2.1 緊急時対策所の線量当量率を計測す

る装置 

(1) 緊急時対策所エリアモニタ 

重大事故等時に使用する緊急時対策所エ

リアモニタは，緊急時対策所内の線量当量率

を半導体式を用いてパルス信号として検出

する。検出したパルス信号を測定装置にて線

量当量率へ変換する処理を行った後，線量当

量率を表示する。計測結果は電磁的に記録

し，保存する。記録及び保存については，「3.5 

放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記

録及び保存」に示す。 

 

（「図 3.2.1-1 緊急時対策所エリアモニタ

の概略構成図」及び「図 3.2.1-2 検出器の 

構造図（緊急時対策所エリアモニタ）」参照。） 

 

・図 3.2.1-1緊急時対策所エリアモニタの概

略構成図 

・図 3.2.1-2 検出器の構造図(緊急時対策所

エリアモニタ) 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(28/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.2.1 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率

を計測する装置 

(1) 原子炉建屋エリアモニタ（燃料取替フロ

ア燃料プール） 

設計基準対象施設の原子炉建屋エリアモ

ニタ（燃料取替フロア燃料プール）は，外部

電源が使用できない場合においても非常用

所内電気設備である非常用ディーゼル発電

機から 120/240V 計装用主母線盤を介した

電源供給により，使用済燃料貯蔵槽エリアの

線量当量率を計測することができる設計と

する。 

 

（「図 3.2.2-1 使用済燃料貯蔵槽エリアの

線量当量率を監視する装置の概略電源系統 

図（交流電源）」参照。） 

 

・図 3.2.2-1 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量

当量率を監視する装置の概略電源系統図

（交流電源） 

 

(2) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ） 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低

レンジ）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，使用済燃料プールエリア放射線モ

ニタ（低レンジ）の検出信号は，電離箱から

の電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置

にて線量当量率信号に変換する処理を行っ

た後，線量当量率を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて

記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.5 放射線管理用計測装置の計測結果

の表示，記録及び保存」に示す。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(29/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

（「図 3.2.2-2 使用済燃料プールエリア放

射線モニタ（低レンジ）の概略構成図」及び 

「図 3.2.2-3 検出器の構造図（使用済燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ））」

参照。） 

 

直流電源が必要な場合には，常設代替直流

電源設備である緊急用 125 V 系蓄電池及び

可搬型代替直流電源設備である可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用直

流 125 V 計装分電盤を介して供給できる設

計とする。（「図 3.2.2-6 使用済燃料貯蔵槽

エリアの線量当量率を監視する装置の概略

電源系統図（直流電源）」参照。） 

 

・図 3.2.2-2 使用済燃料プールエリア放射

線モニタ（低レンジ）の概略構成図 

・図 3.2.2-3 検出器の構造図（使用済燃料プ

ールエリア放射線モニタ（低レンジ）） 

 

 (3) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ） 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，使用済燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ）の検出信号は，電離箱から

の電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置

にて線量当量率信号に変換する処理を行っ

た後，線量当量率を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて

記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.5 放射線管理用計測装置の計測結果

の表示，記録及び保存」に示す。  
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(30/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

（「図 3.2.2-4 使用済燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ）の概略構成図」及び

「図 3.2.2-5「検出器の構造図（使用済燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ））」

参照。）  

 

直流電源が必要な場合には，常設代替直流

電源設備である緊急用 125 V 系蓄電池及び

可搬型代替直流電源設備である可搬型代替

低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用直

流 125 V 計装分電盤を介して供給できる設

計とする。（「図 3.2.2-6 使用済燃料貯蔵槽

エリアの線量当量率を監視する装置の概略

電源系統図（直流電源）」参照。） 

 

・図 3.2.2-4 使用済燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ）の概略構成図 

・図 3.2.2-5 検出器の構造図（使用済燃料プ

ールエリア放射線モニタ（高レンジ）） 

・図 3.2.2-5 使用済燃料貯蔵槽エリアの線

量当量率を監視する装置の概略電源系統

図（直流電源） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(31/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.3 固定式周辺モニタリング設備 

周辺監視区域に隣接する地域における空

間線量率を監視，測定及び記録するために設

置する固定式周辺モニタリング設備は，設計

基準対象施設として，非常用所内電気設備で

ある非常用ディーゼル発電機から 120/240V 

計装用分電盤常用を介した電源供給により，

外部電源喪失時においても電源が復旧する

までの間，電源を供給できる設計とし，さら

に専用の無停電電源装置（電源容量：約 3.0 

kVA）を有し，電源の供給元の切替時に発生す

る短時間の停電時に電源を供給できる設計

とする。重大事故等が発生した場合，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流電

源設備及び可搬型代替交流電源設備から緊

急用計装交流主母線盤を介して電源供給が

できる設計とする。 

なお，設計基準対象施設として，中央制御

室までのデータ伝送系及び緊急時対策所建

屋までのデータ伝送系は多様性を有する設

計とする。指示値は中央制御室及び緊急時対

策所に表示し， 監視できる設計とする。計測

結果は，中央制御室の記録計にて継続的に記

録し，記録紙は取り替えて保存できる設計と

する。 

 

（「図 3.3-1 固定式周辺モニタリング設備

の概略構成図」及び「図 3.3-2 固定式周辺

モニタリング設備の概略電源系統図」参照。） 

 

・図 3.3-1 固定式周辺モニタリング設備の

概略構成図 

・図 3.3-2 固定式周辺モニタリング設備の

概略電源系統図 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(32/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.4 移動式周辺モニタリング設備 

(1) 可搬型モニタリング・ポスト 

重大事故等が発生した場合に，固定式周辺

モニタリング設備が機能喪失した場合の代

替及び発電用原子炉施設周囲の空間線量率

の監視，測定及び記録するための可搬型モニ

タリング・ポストは，2 種類の検出器を用い

て空気吸収線量率を測定する。 

 

ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーションは，検出

器に入射した γ 線により発生した光電子を

光電子増倍管にて電気信号に変換，増幅した

後，測定装置にて空気吸収線量率へ変換し表

示する。半導体式は，空間線量率を半導体式

を用いて電気信号として検出し，検出した電

気信号を測定装置にて空間線量率へ変換し

表示する。また，表示される測定値は電磁的

に記録し，保存する。 

 

なお，測定値は伝送装置（衛星系回線）に

より，緊急時対策所へ伝送でき，緊急時対策

所 にて電磁的に記録し，保存できる設計と

する。記録及び保存については，「3.5 放射線

管理 用計測装置の計測結果の表示，記録及

び保存」に示す。 

 

（「図 3.4-1 可搬型モニタリング・ポストの

概略構成図」及び「図 3.4-2 検出器の構造 

図（可搬型モニタリング・ポスト）」参照。） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(33/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

可搬型モニタリング・ポストは，緊急時対

策所の加圧判断用と一部兼用とし，その使用

目的等については，添付書類「V-1-9-3-2 緊

急時対策所の居住性に関する説明書」にて示

し，設備の構成及び測定範囲に関する内容に

ついては，本資料にて示す。 

 

・図 3.4-1 可搬型モニタリング・ポストの概

略構成図 

・図 3.4-2 検出器の構造図（可搬型モニタリ

ング・ポスト） 

 

(2) β線サーベイ・メータ 

重大事故等が発生した場合に，空気中，水中

及び土壌中の放射性物質の濃度を監視，測定

及び記録するための β 線サーベイ・メータ

は，β線をＧＭ管で検出し，β線の入射によ

りＧＭ管 内に封入された不活性ガスが電離

され，発生した電気信号を測定装置にて計数

率に変換して指示する。測定結果は従事者が

記録し，保存する。記録及び保存については，

「3.5 放射線管理 用計測装置の計測結果の

表示，記録及び保存」に示す。 

 

（「図 3.4-3 β線サーベイ・メータの概略構

成図」及び「図 3.4-4 検出器の構造図（β

線 サーベイ・メータ）」参照。） 

 

・図 3.4-3 β 線サーベイ・メータの概略構

成図 

・図 3.4-4 検出器の構造図（β線サーベイ・

メータ） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(34/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

(3) ＮａＩシンチレーションサーベイ・メー

タ 

重大事故等が発生した場合に，空気中，水

中及び土壌中の放射性物質の濃度を監視，測

定及び記録するためのＮａＩ（Ｔｌ）シンチ

レーションサーベイ・メータは，ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーションに入射した γ 線によ

り発生した光電子を光電子増倍管にて電気

信号に変換， 増幅した後，測定装置にて空間

線量率に変換して指示する。測定結果は従事

者が記録し，保 存する。記録及び保存につい

ては，「3.5 放射線管理用計測装置の計測結

果の表示，記録及び保存」に示す。  

 

（「図 3.4-5 ＮａＩシンチレーションサー

ベイ・メータの概略構成図」及び「図 3.4-6 

検 出器の構造図（ＮａＩシンチレーション

サーベイ・メータ）」参照。） 

 

・図 3.4-5 ＮａＩシンチレーションサーベ

イ・メータの概略構成図 

・図 3.4-6 検出器の構造図（ＮａＩシンチレ

ーションサーベイ・メータ） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(35/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

(4) ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メー

タ 

重大事故等が発生した場合に，空気中，水

中及び土壌中の放射性物質の濃度を監視，測

定及び記録するためのＺｎＳシンチレーシ

ョンサーベイ・メータは，ＺｎＳ（Ａｇ）シ

ンチレーションに入射した α 線により発生

した光電子を光電子増倍管にて電気信号に

変換，増幅した後，電気信号を測定装置にて

計数率に変換し指示する。測定結果は従事者

が記録し，保存 する。記録及び保存について

は，「3.5 放射線管理用計測装置の計測結果

の表示，記録及び 保存」に示す。 

 

（「図 3.4-7 ＺｎＳシンチレーションサー

ベイ・メータの概略構成図」及び「図 3.4-8 

検 出器の構造図（ＺｎＳシンチレーション

サーベイ・メータ）」参照。） 

 

・図 3.4-7 ＺｎＳシンチレーションサーベ

イ・メータの概略構成図 

・図 3.4-8 検出器の構造図（ＺｎＳシンチレ

ーションサーベイ・メータ） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(36/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

(5) 電離箱サーベイ・メータ 

重大事故等が発生した場合に，発電所及び

その周辺（発電所の周辺海域を含む。）の線量

当量率を監視，測定及び記録するための電離

箱サーベイ・メータは，線量当量率を電離箱

を 用いて電流信号として検出し，検出した

電気信号を測定装置にて線量当量率へ変換

し，指示 する。測定結果は従事者が記録し，

保存する。記録及び保存については，「3.5 放

射線管理 用計測装置の計測結果の表示，記

録及び保存」に示す。 

 

（「図 3.4-9 電離箱サーベイ・メータの概略

構成図」及び「図 3.4-10 検出器の構造図 

（電離箱サーベイ・メータ）」参照。） 

 

・図 3.4-9 電離箱サーベイ・メータの概略構

成図 

・図 3.4-10 検出器の構造図（電離箱サーベ

イ・メータ） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(37/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.5 放射線管理用計測装置の計測結果の表

示，記録及び保存 

3.5.1 計測結果の指示又は表示 

プロセスモニタリング設備，エリアモニタ

リング設備の計測結果は，中央制御室あるい

は緊急時対策所に指示又は表示し，記録する

設計とする。移動式周辺モニタリング設備に

ついては，現場にて指示又は表示し，記録す

る設計とする。「表 3.5.1-1 放射線管理用計

測装置の計測結果の指示，表示及び記録」に

放射線管理用計測装置の計測結果の指示，表

示及び記録場所を示す。 

 

3.5.2 設計基準対象施設に関する計測結果

の記録及び保存 

技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解

釈に関わる計測結果は，原則，確実に記録計

にて継続的に記録し，記録紙は取り替えて保

存できる設計とする。 

一次冷却材の放射性物質の濃度，排気筒の

出口又はこれに近接する箇所における排気

中の放射性物質の濃度，排水口又はこれに近

接する箇所における排水中の放射性物質の

濃度及び周辺監視区域境界付近の放射性物

質の濃度については，断続的な試料の分析を

行い，従事者が測定結果を記録し，保存でき

る設計とする。 

記録を保存する計測項目と計測装置等を

「表 3.5.2-1 記録を保存する計測項目と計

測装置等」に示す。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(38/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結

果の記録及び保存 

重大事故等時における各計測装置の計測

結果は，計測装置に応じた記録方法により記

録し，保存できる設計とする。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ），格納

容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ），フィルタ

装置出口放射線モニタ（低レンジ），フィルタ

装置出口放射線モニタ（高レンジ），耐圧強化

ベント系放射線モニタ，使用済燃料プールエ

リア放射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃

料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）の

計測結果は，緊急時対策支援システム伝送装

置に電磁的に記録，保存し，全交流動力電源

喪失時においても保存した記録が失われな

いとともに，帳票として出力し保存できる設

計とする。また，その計測結果は，プラント

状態の推移を把握するためにデータ収集周

期は 1 分とするとともに記録の保存容量は

計測結果を取り出すことで継続的なデータ

を得ることができるよう，14 日以上保存で

きる設計とする。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(39/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

緊急時対策所エリアモニタの計測結果は

記録装置にて電磁的に記録，保存し，電源喪

失により保存した記録が失われない設計と

する。 可搬型モニタリング・ポストによる計

測結果は，プラント状態を適切に把握するた

めに データ収集周期を 1 分とする。記録の

保存容量は外部支援を受けるまでの期間，記

録できるように 7 日間以上可搬型モニタリ

ング・ポストの記録装置に電磁的に記録し，

電源喪失により保存した記録が失われない

設計とする。また，計測結果は伝送装置（衛

星系回線）により，緊急時対策所へ伝送でき，

緊急時対策所にて電磁的に記録し，電源喪失

により保存した記録が失われない設計とす

る。 

 

β線サーベイ・メータ，ＮａＩシンチレーシ

ョンサーベイ・メータ，ＺｎＳシンチレーシ

ョンサーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・

メータによる測定は，従事者が測定結果を記

録し，保存できる設計とする。 

 

・表 3.5.1-1 放射線管理用計測装置の計測

結果の指示，表示及び記録 

・表 3.5.2-1 記録を保存する計測項目と計

測装置等（1/2） 

・表 3.5.2-1 記録を保存する計測項目と計

測装置等（2/2） 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(40/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.6 その他 

3.6.1 海上モニタリングについて 

「3.4 移動式周辺モニタリング設備」の設

備にて，重大事故等が発生した場合に発電所

及びその周辺における放射性物質の濃度及

び線量当量率を測定する際，周辺海域におい

ても測定するために，小型船舶を保管する。

小型船舶の保管場所は「図 3.6.1-1 小型船

舶の保管場所」に示すとおりとする。 

 

3.6.2 放射線計測器の保有等について 

重大事故等が発生した場合，発電所及びそ

の周辺（発電所の周辺海域を含む。）のモニタ

リングを拡充する場合に備えて，放射性物質

の濃度及び線量当量率を計測する計測器を

重大事故等対処設備以外にも保有しておく

とともに，他の機関とも適切な連携を構築す

る。 

 

・図 3.6.1-1 小型船舶の保管場所 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(41/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4. 放射線管理用計測装置の計測範囲及び警

報動作範囲 

4.1 放射線管理用計測装置の計測範囲 

放射線管理用計測装置の計測範囲は，バッ

クグラウンドレベルを包絡し，監視上必要な

線量当量率を考慮し，設定する。 

監視上必要な線量当量率の考慮として，以

下に示すものが挙げられる。 

「発電用軽水型原子炉施設における事故時

の放射線計測に関する審査指針」（昭和 56 

年 7 月 23 日原子力安全委員会決定，以下

「事故時放射線計測指針」という。）にて測定

上限値の要求があるものについては，これを

満足する設計とする。 

計測対象の監視範囲が広い場合には，複数

のものによリオーバラップさせて計測が可

能となるように設計する。 

各放射線管理用計測装置の計測範囲を「表 

4.1-1 放射線管理用計測装置の計測範囲」に

示す。 
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別紙４-１ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(42/42) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対

処するために監視することが必要な原子炉

格納容器内の放射線量率及び最終ヒートシ

ンクの確保に必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合の対応におけるパ

ラメータの推定手段及び推定方法について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事

故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」に示す。重大事故

等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力

（計測可能範囲），パラメータの計測が困難

となった場合のパラメータの推定の対応手

段等，複数のパラメータの中から確からしさ

を考慮した優先順位を保安規定に明確にし，

確実に運用及び遵守できるよう手順として

定めて管理する。 

 

4.2 放射線管理用計測装置の警報動作範囲 

重大事故等対処設備については，重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわた

り計測する設計としていること及び技術基

準規則の要求に該当しないことから警報装

置を設ける必要はない。 

 

・表 4.1-1 放射線管理用計測装置の計測範

囲（1/3） 

・表 4.1-1 放射線管理用計測装置の計測範

囲（2/3） 

・表 4.1-1 放射線管理用計測装置の計測範

囲（3/3） 
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管理区域の出入管理関係設備及び 

試料分析関係設備に関する説明書 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(1/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び

試料分析関係設備に関する説明書 

Ｖ-1-7-2 管理区域の出入管理設備及び環境

試料分析装置に関する説明書 

 

 

 1. 概要 

2. 基本方針 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 試料分析関係設備 

 

 

 

 

 

 

3.2 個人管理用設備 

 

 

 

 

 

3.3 出入管理関係設備 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 施設の詳細設計方針 

3.1 出入管理設備 

3.1.1 中央制御室チェンジングエリア 

3.1.2 緊急時対策所チェンジングエリア 

 

 

 

 

3.2 可搬型放射能測定装置等及び環境試料

分析装置 

3.2.1 環境試料の種類及び測定頻度 

3.2.2 可搬型放射能測定装置等 

3.2.3 環境試料分析装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備が異なることから

記載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

    

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

【凡例】 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(2/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 1. 概要 

本資料は，「特定第一種廃棄物埋設施設又

は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規

則」(以下「技術基準規則」という。)第16条

及び「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」(以下「事業指定基準規

則」という。)第16条に関わる放射線管理施設

のうち，出入管理関係設備及び個人管理用設

備について説明するものである。 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則（以下「技術

基準規則」という。）」第 8 条，第 74 条及

び第 76 条並びにそれらの「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（以下「解釈」という。）に関わる

放射線管理施設のうち，管理区域，中央制御

室及び緊急時対策所建屋の出入管理設備につ

いて説明するものである。 

 

 

 

 

放射線管理施設には

「廃棄物管理施設の位

置、構造及び設備の基

準に関する規則」（以

下，「廃棄物管理施設

の事業指定基準規則」

という。）においての

み要求がある設備を含

むため記載したもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

廃棄物管理施設におい

て重大事故等は想定し

ていないことから記載

が異なるものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

当社では，個人管理用

設備を設けることを基

本設計方針に記載して

いることから記載が異

なるものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(3/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 また，「技術基準規則」第16条並びに「廃棄

物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」(以下「事業指定基準規則」という。)

第16条に関わる放射線管理施設のうち、試料

分析関係設備についても説明する。 

また，技術基準規則第 75 条及びその解釈

並びに設置（変更）許可を受けた放出管理目

標値の管理状況の確認に関わる環境試料分析

装置について説明する。 

 

廃棄物管理施設におい

て放出管理目標値の管

理状況の確認に関する

変更がないことから記

載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

併せて環境試料の放射能測定に用いる可

搬型放射能測定装置等についても説明する。 

 

 

 

なお，設計基準対象施設として使用する出

入管理設備，環境試料分析装置に関しては，

要求事項に変更がないため，今回の申請にお

いて変更は行わない。 

 

今回は，重大事故等時に使用する出入管理

設備，可搬型放射能測定装置等及び環境試料

分析装置について説明する。 

 

 

設備が異なることから

記載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

認可済みの設備に関す

る記載については，「3. 

放射線管理施設の構

成」にて記載する。 

 

廃棄物管理施設におい

ては，設備に変更がな

いことから設備の詳細

ではなく基本的な設計

方針を記載するため記

載が異なるものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(4/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

 2. 基本方針 2. 基本方針 

技術基準規則第74 条及び第76 条並びに

それらの解釈に基づき，重大事故等が発生し

中央制御室及び緊急時対策所の外側が放射

性物質により汚染したような状況下におい

て，中央制御室及び緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，身体の汚染検査及

び作業服の着替え等を行う区画を含む出入

管理設備を設置する。 

 

各設備の基本的な設計

については，「3. 放射

線管理施設の構成」の

各設備の説明において

記載する。 

    

  技術基準規則第75 条及びその解釈に基づ

き，重大事故等が発生した場合において，発

電所及びその周辺（周辺海域を含む。）にお

いて発電所から放出される放射性物質の濃

度（空気中，水中，土壌中）を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録するため，可

搬型放射能測定装置等及び環境試料分析装

置を配備する。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(5/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

第２章 個別項目    

4．放射線管理施設    

放射線管理施設の設計に係る共通的な設計

方針については，第１章共通項目の「3. 自然

現象」，「5. 火災等による損傷の防止」及び「7. 

設備に対する要求事項」に基づくものとする。 

   

    

放射線管理施設には，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放

射線業務従事者等」という。）の放射線障害を

防止するため，放射線業務従事者等の放射線

管理を確実に行うための放射線監視設備，試

料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管

理関係設備並びに周辺環境における線量当量

等を監視するため，放射線監視設備及び試料

分析関係設備を設置する設計とする。 

放射線管理施設には，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放

射線業務従事者等」という。）の放射線障害を

防止するため，放射線業務従事者等の放射線

管理を確実に行うための試料分析関係設備，

個人管理用設備及び出入管理関係設備を設置

する設計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

放射線監視設備の一部の供給電源は，再処

理施設の電気設備を共用する。 

   

    

また，管理区域における外部放射線に係る

線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入

口付近に表示するとともに，廃棄物管理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃度及

び量や，周辺監視区域境界付近における空間

放射線量及び空気中の放射性物質の濃度又は

それらを換算して得られる被ばく線量を従業

者が安全に認識できる場所に表示する運用と

することを保安規定に定めて，管理する。 
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廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(6/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1 放射線監視設備 3. 施設の詳細設計方針 3. 施設の詳細設計方針  

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，

屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機

器で構成する。 

   

    

4.1.1 屋内モニタリング設備    

廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レ

ベル又は放射能レベルを制御室において集中

して監視するための屋内モニタリング設備と

して，エリアモニタ及びダストモニタを設置

する設計とする。 

   

    

エリアモニタ及びダストモニタの測定値

は，制御室において指示又は記録するととも

に，放射線レベル又は放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えた場合に，制御室及び

必要な箇所において警報を発する設計とす

る。 

   

    

4.1.2 屋外モニタリング設備    

屋外モニタリング設備は，排気モニタリン

グ設備及び環境モニタリング設備で構成す

る。 
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廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(7/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1.2.1 排気モニタリング設備    

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建

屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気

出口シャフトの排気口から大気中へ放出する

放射性物質の濃度を監視するための排気モニ

タリング設備として，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャフ

トモニタ及び排気サンプリング設備（ガラス

固化体受入・貯蔵建屋換気筒）を設置する設

計とする。 

   

    

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニ

タ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値

は，制御室において指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えた場合に，制御室において警報を発する

設計とする。 

   

    

排気サンプリング設備（ガラス固化体受入・

貯蔵建屋換気筒）は，ガラス固化体受入れ・

貯蔵建屋換気筒から放出される排気中の放射

性物質を連続的に捕集する設計とする 
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廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(8/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.1.2.2 環境モニタリング設備    

敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃

度を監視するための環境モニタリング設備と

して，積算線量計，ダストサンプラ及び気象

観測機器（風向風速計,温度計）を設置する設

計とする。 

   

    

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，再処理施設と共用する。 

   

    

積算線量計及び気象観測機器（風向風速計,

温度計）は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定

対象等の共有化や必要な容量を確保すること

で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

   

    

4.1.3 放射線サーベイ機器    

放射線サーベイに使用するための放射線サ

ーベイ機器として，アルファ線用サーベイメ

ータ，ベータ線用サーベイメータ，ガンマ線

用サーベイメータ，中性子線用サーベイメー

タ，ダストサンプラ及びエアスニファを設け

る設計とする。 

   

    

ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設

と共用する。 

   

ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運

用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な

容量を確保することで，共用によって廃棄物

管理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(9/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.2 試料分析関係設備 3.1 試料分析関係設備   

建物内の作業環境で採取した放射線管理用

試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化

学分析，放射能測定等を行うための試料分析

関係設備として，放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置(ベータ線用）

及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する

設計とする。 

建物内の作業環境で採取した放射線管理用

試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化

学分析，放射能測定等を行うための試料分析

関係設備として，放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置(ベータ線用）

及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する

設計とする。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

 なお，試料分析関係設備に関する設計につ

いては，試料の放射能測定等を行うための設

備に認可を受けたものから構造等に変化はな

いことから，以下の認可を受けたものに同じ

である。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第580号にて

認可を受けた第４回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 

  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

100



別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(10/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.3 個人管理用設備 3.2 個人管理用設備   

放射線業務従事者等の線量評価のための個

人管理用設備として，個人線量計を配備し，

及びホールボディカウンタを設置する設計と

する。 

放射線業務従事者等の線量評価のための個

人管理用設備として，外部被ばくに係る線量

当量を測定する個人線量計を配備し，及び内

部被ばくによる線量を評価するためのホール

ボディカウンタを設置する設計とする。 

 基本設計方針及び事業

変更許可に基づいた記

載としており，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

    

個人線量計及びホールボディカウンタは，

再処理施設と共用する。 

個人線量計及びホールボディカウンタは，

再処理施設と共用する。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

    

個人線量計及びホールボディカウンタは，

仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，

周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化

や必要な容量を確保することで，共用によっ

て廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

個人線量計及びホールボディカウンタは，

仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，

周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化

や必要な容量を確保することで，共用によっ

て廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

  

    

 なお，個人管理用設備に関する設計につい

ては，放射線業務従事者等の線量管理のため

の設備に認可を受けたものから構造等に変化

はないことから，以下の認可を受けたものに

同じである。 

  

    

 

 

・平成５年２月４日付け４安第 580 号にて

認可を受けた第３回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 
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廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(11/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

4.4 出入管理関係設備 3.3 出入管理関係設備   

放射線業務従事者等の管理区域への出入管

理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理

及び除染のための出入管理関係設備として，

出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設

計とする。 

放射線業務従事者等の管理区域への出入管

理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理

及び除染のための出入管理関係設備として，

出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設

計とする。 

  

 

 

 

    

廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，

原則として出入管理設備を設けた出入管理室

を通る設計とする。 

廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，

原則として出入管理設備を設けた出入管理室

を通る設計とする。 

ただし，輸送容器，大型機器等の搬出入に

際しては，機器搬出入口で放射線業務従事者

等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行う

こととし，必要に応じて臨時の出入管理設備

を設ける。 

 

また，出入管理に必要な各種サーベイメー

タ等を備える。 

 

 

 

 

管理区域の出入りに伴う汚染の管理を行う

ため，出入管理室には，更衣設備，シャワー

設備，手洗い場，退出モニタ等を設ける。 

 

また，汚染管理に必要な汚染サーベイメー

タ及び汚染除去用器材を備える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

    

出入管理設備の一部は，再処理施設と共用

する。 

出入管理設備の一部は，再処理施設と共用

する。 

 基本設計方針に基づい

た記載としており，記

載の差異により新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(12/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等

が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を

確保することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等

が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を

確保することで，共用によって廃棄物管理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

    

 なお，出入管理関係設備に関する設計につ

いては，放射線業務従事者等の出入管理及び

汚染管理のための設備に認可を受けたものか

ら構造等に変化はないことから，以下の認可

を受けたものに同じである。 

  

    

 ・平成５年２月４日付け４安第 580 号にて

認可を受けた第３回申請の設工認申請書

の「Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関

する説明書」の「Ⅰ－２ 放射線管理に

係る考え方」 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(13/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

  3.1 出入管理設備 

3.1.1 中央制御室チェンジングエリア 

中央制御室の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，中央制御室へ

の汚染持ち込みを防止するため，原子炉建屋

付属棟内，かつ中央制御室バウンダリに隣接

した場所にチェンジングエリアを設置する。

中央制御室チェンジングエリアの設置場所

及び配置を図 3-1「中央制御室チェンジング

エリア設置場所及び配置」に示す。チェンジ

ングエリア内は，防護具の脱衣エリア，放射

性物質による汚染を確認するためのサーベ

イエリア及び運転員等に放射性物質による

汚染が確認された場合にクリーンウエスに

よる拭取りや簡易シャワーで除染を行う除

染エリア，中央制御室への出入口であるクリ

ーンエリアで構成される。なお，除染で発生

した汚染水は，必要に応じて吸水シートへ染

み込ませる等により固体廃棄物として処理

する。 

 

チェンジングエリアはチェンジングエリ

ア用資機材で区画し，ＧＭ汚染サーベイメー

タ，除染用資機材，可搬型照明（ＳＡ）を配

備し，チェンジングエリア用資機材，防護具，

ＧＭ汚染サーベイメータ，除染用資機材，可

搬型照明（ＳＡ）は，迅速な対応を行うため

に原子炉建屋付属棟内に保管する。 

可搬型照明（ＳＡ）の電源，照度については，

添付書類「Ⅴ-1-1-13 非常用照明に関する説

明書」に示す。 

 

 

 

廃棄物管理施設には，

比較対象となる設備が

ないことから記載が異

なるものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。（以下同様） 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(14/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

3.1.2 緊急時対策所チェンジングエリア 

緊急時対策所の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において，緊急時対策所

への汚染の持ち込みを防止するため，緊急時

対策所建屋入口にチェンジングエリアを設置

する。緊急時対策所チェンジングエリアの設

置場所及び配置を図 3-2「緊急時対策所チェ

ンジングエリア設置場所及び配置」に示す。

チェンジングエリア内は，防護具の脱衣エリ

ア，放射性物質による汚染を確認するための

サーベイエリア及び要員等に放射性物質によ

る汚染が確認された場合にクリーンウエスに

よる拭取りや簡易シャワーで除染を行う除染

エリアで構成される。なお，除染で発生した

汚染水は，必要に応じて吸水シートへ染み込

ませる等により固体廃棄物として処理する。 

チェンジングエリアはチェンジングエリア

用資機材で区画し，除染用資機材，ＧＭ汚染

サーベイメータを配備し，チェンジングエリ

ア用資機材，防護具，除染用資機材，Ｇ Ｍ汚

染サーベイメータは，迅速な対応を行うため

に緊急時対策所建屋内に保管する。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(15/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

  3.2 可搬型放射能測定装置等及び環境試料分

析装置 

重大事故等が発生した場合に発電所及びそ

の周辺（周辺海域を含む。）において発電所か

ら放出される放射性物質の濃度を監視し，及

び測定し，並びにその結果を記録するため，

可搬型放射能測定装置等及び環境試料分析装

置を配備する。可搬型放射能測定装置等及び

環境試料分析装置は，重大事故等時に迅速に

対応するために緊急時対策所建屋又は可搬型

重大事故等対処設備保管場所（南側，西側）

に保管する。（図 3-3「可搬型放射能測定装置

等及び環境試料分析装置の保管場所」参照。） 

 

    

  3.2.1 環境試料の種類及び測定頻度 

採取する環境試料の種類及び測定頻度は

表 3-1「環境試料の種類及び測定頻度」に示

すとおりとする。 

 

3.2.2可搬型放射能測定装置等 

可搬型放射能測定装置等は，環境試料の放

射性物質の濃度を測定するために可搬型放

射能測定装置等を配備する。 

空気中の放射性物質の濃度を測定するた

めに，可搬型ダスト・よう素サンプラ（個数 

2（予備 1））により環境試料を採取した後，

ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータに

てγ線，β線サーベイ・メータにてβ線，

ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータに

て α線を監視・測定する。 

また，測定結果をサンプリング記録用紙に

記録し，保存する。 
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別紙４-２ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅲ-1-4-2 管理区域の出入管理関係設備及び試料分析関係設備に関する説明書】(16/16) 

廃棄物管理施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 添付書類 

海水，排水に含まれる放射性物質の濃度を

測定するために，採取用資機材により海水，

排水を採取した後，ＮａＩシンチレーション

サーベイ・メータにてγ線，β線サーベイ・

メータにて β 線，ＺｎＳシンチレーション

サーベイ・メータにて α 線を監視・測定す

る。また，測定結果をサンプリング記録用紙

に記録し，保存する。 

なお，周辺海域においては小型船舶を使用

する。 

土壌に含まれる放射性物質の濃度を測定

するために，土壌を採取した後，ＮａＩシン

チレーションサーベイ・メータにてγ線，β

線サーベイ・メータにてβ線，ＺｎＳシンチ

レーションサーベイ・メータにて α 線を監

視・測定する。また，測定結果をサンプリン

グ記録用紙に記録し，保存する。 

上記の可搬型放射能測定装置等の種類及

び使用目的を表 3-2「可搬型放射能測定装置

等の種類及び使用目的」に示す。 

可搬型放射能測定装置の計測範囲及び測

定結果の記録については，添付書類「Ⅴ-1-7-

1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明

書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書」に示す。 

 

3.2.3環境試料分析装置 

海水，排水に含まれる放射性物質濃度測定

の前処理を行うための環境試料分析装置の

種類及び使用目的は表 3-3「環境試料分析装

置の種類及び使用目的」に示す。 
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補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙５①

補足すべき事項

1
第２章　個別項目
4．放射線管理施設 － － －

2
放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章共通項目の「3. 自然現象」，「5.
火災等による損傷の防止」及び「7. 設備に対する要求事項」に基づくものとする。

－ － －

3

放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放射線業務従事者
等」という。）の放射線障害を防止するため，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放
射線監視設備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関係設備並びに周辺環境における線量
当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関係設備を設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

Ⅲ-1-4-2　管理区域の
出入管理設備及び試料
分析関係設備に関する
説明書

【Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。

【Ⅲ-1-4-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析関係設備に関する説明書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象無し

4 放射線管理設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.　基本方針】
・放射線管理施設として設ける設備の概要を説明する。

※補足すべき事項の対象無し

5

また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性
物質の表面密度を管理区域入口付近に表示するとともに，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射
性物質の濃度及び量や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性物質の濃度又
はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認識できる場所に表示する運用とすることを
保安規定に定めて，管理する。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【Ⅲ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2. 基本方針】
・放射線管理施設による測定結果の表示について説明する。

※補足すべき事項の対象無し

6 4.1　放射線監視設備 － － －

7
放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で構成す
る。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1　放射線監視設備】
・放射線監視設備の構成について説明する。
・放射線監視設備の構成は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の
「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

8 4.1.1　屋内モニタリング設備 － － －

9
廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室において集中して監視するた
めの屋内モニタリング設備として，エリアモニタ及びダストモニタを設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の配置について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の構成，配置及び計測範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線によ
る被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

10
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線レベル
又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において警報を発す
る設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示又は表示に係る場所及び方法について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。
・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成，計測結果の指示又は表示，計測結果の記録及び保存並びに警報
動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

11 4.1.2　屋外モニタリング設備 － － －

12 屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備で構成する。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.2　屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成について説明する。
・屋外モニタリング設備の構成は，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

13 4.1.2.1　排気モニタリング設備 － － －

14

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口並びにガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固
化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を監視する
ための排気モニタリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空気出口シャ
フトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)を設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の構成について説明する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明する。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明する。
・排気モニタリング設備の構成，配置及び計測範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線によ
る被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

15
ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御室にお
いて指示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室におい
て警報を発する設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の系統構成について、説明する。
・排気モニタリング設備の計測結果の指示又は表示に係る場所及び方法について説明する。
・排気モニタリング設備の計測結果の記録及び保存について説明する。
・排気モニタリング設備の警報動作範囲について説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成，計測結果の指示又は表示，計測結果の記録及び保存並びに警報
動作範囲については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書」の「Ⅰ－
２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

基本設計方針 添付書類
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補足説明すべき項目の抽出
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

16
排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)は，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒
から放出される排気中の放射性物質を連続的に捕集する設計とする

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.2.1　排気モニタリング設備】
・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定について説明する。
・放射性物質の捕集及び測定については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

17 4.1.2.2　環境モニタリング設備 － － －

18
敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタリング設備として，積算線量
計，ダストサンプラ及び気象観測機器(風向風速計,温度計)を設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.2.2　環境モニタリング設備】
・環境モニタリング設備の構成について説明する。
・環境モニタリング設備の配置について、説明する。
・環境モニタリング設備の構成及び配置については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

19 積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用する。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

20
積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，
周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理
施設の安全性を損なわない設計とする。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

21 4.1.3　放射線サーベイ機器 － － －

22
放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線用サーベイメータ，ベータ線
用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ及びエア
スニファを設ける設計とする。

Ⅲ-1-4-1　放射線管理
施設の構成に関する説
明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関す
る説明書

【3.1.3　放射線サーベイ機器】
・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の放
射性物質の密度の測定について説明する。
・放射線サーベイ機器の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

23 ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設と共用する。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

24
ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の
測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

25 4.2　試料分析関係設備 － － －

26
建物内の作業環境で採取した放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化学分析，放射能
測定等を行うための試料分析関係設備として，放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定
装置(ベータ線用)及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-2　管理区域の
出入管理設備及び試料
分析関係設備に関する
説明書

【3.1　試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料及び環境試料の放射能測定について
説明する。
・試料分析関係設備の構成及び試料の測定については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばく
の防止に関する説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

27 4.3　個人管理用設備 － － －

28
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量計を配備し，及びホールボ
ディカウンタを設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-2　管理区域の
出入管理設備及び試料
分析関係設備に関する
説明書

【3.2　個人管理用設備】
・個人管理用設備の構成について説明する
・個人管理用設備の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説
明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

29 個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

30
個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域
等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性
を損なわない設計とする。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し
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別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

31 4.4　出入管理関係設備 － － －

32
放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染のため
の出入管理関係設備として，出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設計とする。

Ⅲ-1-4-2　管理区域の
出入管理設備及び試料
分析関係設備に関する
説明書

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成について説明する
・出入管理関係設備の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

33
廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出入管理室を通る設計とす
る。

Ⅲ-1-4-2　管理区域の
出入管理設備及び試料
分析関係設備に関する
説明書

【3.3　出入管理関係設備】
・出入管理関係設備の構成について説明する
・出入管理関係設備の構成については，既設工認添付書類「Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する
説明書」の「Ⅰ－２　放射線管理に係る考え方」の記載より変更なし

※補足すべき事項の対象無し

34 出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し

35
出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測定対
象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計
とする。

Ⅲ-1-1-4-1　安全機能
を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用
される条件の下におけ
る健全性に関する説明
書

【6.　共用に対する考慮】
安全機能を有する施設のうち，再処理施設又はMOX燃料加工施設と共用するものは，共用によって廃
棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象無し
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別紙５②

展開要否 理由

1.プロセスモニタリング設備 －
1.1 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ），（Ｓ／Ｃ） －
1.2 フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ），（高レンジ） －
1.3 耐圧強化ベント系放射線モニタ －
2.エリアモニタリング設備 －
2.1 緊急時対策所エリアモニタ －
2.1.1 緊急時対策所加圧設備に係る判断基準の検討について －
2.1.2 緊急時対策所エリアモニタの設備の概要 －
2.2 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニ
タ（高レンジ）

－

2.2.1 想定事故 －
2.2.2 有効性評価における水位及び線量率について －
2.2.3 使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他要因により当該使用済燃料貯蔵槽内の水
位が異常に低下する事故における線量率

－

3.固定式周辺モニタリング設備 －
3.1 モニタリング・ポスト －
3.1.1 モニタリング・ポストの配置，計測範囲及び警報動作範囲 －
3.1.2 モニタリング・ポストの電源 －
3.1.3 モニタリング・ポストの伝送 －
4.移動式周辺モニタリング設備 －
4.1 可搬型モニタリング・ポスト －
4.1.1 モニタリング・ポストの代替測定装置 －
4.1.2 放射能放出率の算出 －
4.1.3 可搬型モニタリング・ポストの計測範囲 －
4.2 可搬型放射能測定装置等 －
5.計測結果の記録の保存 －
5.1 設計基準対象施設 －
5.2 重大事故等対処設備 －
出入管理設備 －
1.1 中央制御室チェンジングエリア －
1.2 緊急時対策所チェンジングエリア －
環境試料分析装置及び環境放射能測定装置 －
2.1 可搬型放射能測定装置等 －
2.2 環境放射能測定装置 －

【補足-260-2】管理区域
の出入管理設備及び環境
試料分析装置について

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない。

補足-260-1【放射線管理
用計測装置の構成並びに
計測範囲及び警報動作範
囲について】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では補足すべき事項が無く，また，発電炉の補足説明資料には本条文に該当する内容の資料

がないことから，確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

4. 放射線管理施設 

 

放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章共通項目の「3. 自然現象」，「5. 

火災等による損傷の防止」及び「7. 設備に対する要求事項」に基づくものとする。 

第２章 個別項目 

4. 放射線管理施設 

 

変更なし 

  

 

 

 

放射線管理施設には，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者(以下「放射線業務従事

者等」という。)の放射線障害を防止するため，放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うための放

射線監視設備，試料分析関係設備，個人管理用設備及び出入管理関係設備並びに周辺環境における線量

当量等を監視するため，放射線監視設備及び試料分析関係設備を設置する設計とする。 

 

  

放射線管理設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。  

  

 

 

また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射

性物質の表面密度を管理区域入口付近に表示するとともに，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放

射性物質の濃度及び量や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性物質の濃度

又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認識できる場所に表示する運用とするこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 
 
：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが、既設 
 工認の記載を詳細展開した内容であり、設計上実施していたもの 
 
：その他既設工認に記載されていないが、従前より設計上考慮して 
 実施していたもの 
 
：既認可等のエビデンス 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 添付書類(第４回) 

放管②-1 

放管①-1 

放管②-1 

既設工認に記載はないが、廃棄物管理施設と再処理施設の電源系統は一部共通である

ことから変更前に記載。 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4.1 放射線監視設備 4.1 放射線監視設備 

 

 

 

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で構成

する。 

変更なし 

  

4.1.1 屋内モニタリング設備 4.1.1 屋内モニタリング設備 

 

 

 

 

廃棄物管理施設内の主要な箇所の放射線レベル又は放射能レベルを制御室において集中して監視

するための屋内モニタリング設備として，エリアモニタ及びダストモニタを設置する設計とする。 

変更なし 

  

 

 

 

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，制御室において指示又は記録するとともに，放射線

レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制御室及び必要な箇所において

警報を発する設計とする。 

 

 

 

  

4.1.2 屋外モニタリング設備 4.1.2 屋外モニタリング設備 

 

 

屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備で構成する。 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(変更) 

放管①-2 

放管①-4 

放管①-5 

放管②-2 

放管②-3 

放管③-2 

放管③-5 

放管①-1 

放管③-1 

放管①-2 

放管②-2 

放管②-3 

放管③-5 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 本文(変更) 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(変更) 

放管②-5 

放管②-6 

放管②-9 

放管②-10 

既設工認 添付書類(第 4回) 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4.1.2.1 排気モニタリング設備 4.1.2.1 排気モニタリング設備 

 

 

 

北換気筒(ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒)の排気口並びにガラス固化体貯蔵建屋及びガラ

ス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排気口から大気中へ放出する放射性物質の濃度を

監視するための排気モニタリング設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ，冷却空

気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)を設置する

設計とする。 

変更なし 

 

 

  

 

 

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，制御

室において指示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，制

御室において警報を発する設計とする。 

 

  

 

 

排気サンプリング設備(ガラス固化体受入・貯蔵建屋換気筒)は，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換

気筒から放出される排気中の放射性物質を連続的に捕集する設計とする。 

 

  

4.1.2.2 環境モニタリング設備 4.1.2.2 環境モニタリング設備 

 

 

敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタリング設備として，積

算線量計，ダストサンプラ及び気象観測機器(風向風速計,温度計)を設置する設計とする。 

 

 

敷地内外の線量及び空気中の放射性物質濃度を監視するための環境モニタリング設備として，積

算線量計，ダストサンプラ及び気象観測機器(風向風速計,温度計)を設置する設計とする。 

  

積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用する。 積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，再処理施設と共用する。 

 

 

 

 

 積算線量計及び気象観測機器(風向風速計,温度計)は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区

域，周辺監視区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃

棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  

放管①-3 

放管②-5 

放管②-6 

放管③-3 

放管③-6 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(変更) 

既設工認 添付書類(第 4回) 放管②-9 

放管②-10 

放管②-11 

既設工認に記載はないが、廃棄物管理施設と再処理施設の周辺監視区域は共通であ

り、積算線量計及び気象観測機器を共用していることから変更前に記載。 

既設工認 添付書類(第 4回) 

放管①-6 

放管②-5 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(変更) 

放管①-6 

放管①-7 

放管②-5 

放管②-6 

放管③-3 

放管③-6 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4.1.3 放射線サーベイ機器 4.1.3 放射線サーベイ機器 

 

 

 

 

放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線用サーベイメータ，ベ

ータ線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ

及びエアスニファを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

放射線サーベイに使用するための放射線サーベイ機器として，アルファ線用サーベイメータ，ベ

ータ線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ

及びエアスニファを設ける設計とする。 

 

 

 

ガンマ線用サーベイメータは，再処理施設と共用する。 

  

 ガンマ線用サーベイメータは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同

等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

  

4.2 試料分析関係設備 4.2 試料分析関係設備 

 

 

 

建物内の作業環境で採取した放射線管理用試料，放射性廃棄物の放出管理用試料等の化学分析，放射

能測定等を行うための試料分析関係設備として，放射能測定装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定

装置(ベータ線用)及び核種分析装置(ガンマ線用)を設置する設計とする。 

 

変更なし 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

放管②-4 

放管②-12 

放管②-13 

放管③-4 

放管③-7 

放管②-4 

放管②-5 

放管②-13 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付資料 

既設工認 本文(変更) 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4.3 個人管理用設備 4.3 個人管理用設備 

 

 

 

放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量計を配備し，及びホール

ボディカウンタを設置する設計とする。 

 

 

 

 

放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量計を配備し，及びホール

ボディカウンタを設置する設計とする。 

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。 個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設と共用する。 

 

 

 

 個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同等の測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

  

4.4 出入管理関係設備 4.4 出入管理関係設備 

 

 

 

放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染の

ための出入管理関係設備として，出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設計とする。 

 

 

 

放射線業務従事者等の管理区域への出入管理並びに管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染の

ための出入管理関係設備として，出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設計とする。 

  

 

廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出入管理室を通る設計

とする。 

 

廃棄物管理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出入管理室を通る設計

とする。 

 

出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 

 

出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 

 

 

 

 

 出入管理設備の一部は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の測

定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

  

 

放管②-7 

放管②-8 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 本文(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

既設工認 添付書類(第 4回) 

放管②-7 

既設工認に記載はないが、廃棄物管理施設及び再処理施設において用いる個人管理用

設備の仕様及び運用を同一とし，個人線量計及びホールボディカウンタを共用してい

ることから変更前に記載。 

既設工認に記載はないが、廃棄物管理施設と再処理施設の管理区域は一部共通であ

り、出入管理施設の一部を共用していることから変更前に記載。 
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1. 放射線管理設備

a. 設置の概要

(a)名 称

放射線管理設備

(b) 設置目的

放射線管理設備は， 放射線業務従事者等の放射線被ばくの管理及び周辺環境に

おける線量当量の監視等の目的で設置するもので以下の設備より構成される。

・出入管理関係設備

・試料分析関係設備

・放射線監視設備

屋内モニタリング設備

屋外モニタリング設備

放射線サ ー ベイ機器

・個人管理用設備

・防護具類

(c) 設置場所

ガラス固化体受入れ建屋， ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体受入れ・貯

蔵建屋換気筒等

ホ ー l
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1. 放射線による被ばくの防止に係る放射線管理の考え方

(1) 放射線業務従事者等に対しては， 管理区域を設定して， 外部放射線に係る線量当

量， 空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して， そ

の結果を管理区域内の諸管理に反映し， 線量当量の低減に努める。

(2) 放射線業務従事者に対しては， 被ばく歴を把握し ， 常に線量当量を測定評価し，

線量当量の低減に努める。

(3) 管理区域の外側には周辺監視区域を設定して， この区域内では人の居住を禁止し，

境界にさく及び標識を設けることによって業務上立ち入る者以外の者の立入りを制

限する。

(4) 気体廃棄物の放出については， 一般公衆の線量当量が， 合理的に達成できる限り

低くなるように努める。

2. 施設の放射線管理

2. 1 管理区域の設定

廃棄物管理設備本体， 放射性廃棄物の受入れ施設等の場所であって， その場所にお

ける外部放射線に係る線量当量， 空気中の放射性物質の濃度， 又は放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号（第 2

条）に定められた値を超えるか， 又は超えるおそれのある区域は， すべて管理区域と

する。 また， 一時的に管理区域に係る値を超えるか， 又は超えるおそれのある区域が

生じた場合は， 一時管理区域とする。

2. 2 管理区域内の管理

管理区域については， 「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物

管理の事業に関する規則」 （以下「廃棄物管理事業規則」という。） （第27条）に従

って， 次の措置を講ずる。 また， 放射線監視設備からの主要な情報は， 制御室におい

て集中して監視する。

(1) 壁， さく等の区画物によって区画するほか， 標識を設けることによって明らかに

他の場所と区別し， かつ， 放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限， かぎの

管理等の措置を講ずる。

(2) 床， 壁その他人の触れるおそれのある物であって， 放射性物質によって汚染され

たものの表面の放射性物質の密度が， 昭和63年科学技術庁告示第20号（第5条）に

定める表面密度限度を超えないようにする。

(3) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。

(4) 管理区域から人が退去し， 又は物品を持ち出そうとする場合には， その者の身体

及び衣服， 履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物

品を容器に入れ又は包装した場合には， その容器又は包装）の表面の放射性物質の

密度が(2)の表面密度限度の十分の一を超えないようにする。

なお， 放射性物質を密封して取り扱い又は貯蔵し， 汚染のおそれのない区域は． 外

部放射線のみの管理を行う。

ー
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］ ． 放射線監視設備

a. 変更の概要

ガラス固化体の管理施設の増設に伴い， ガラス固化体貯蔵建屋B棟に放射線監視設

備（屋内モニタリング設備， 屋外モニタリング設備及び放射線サー ベイ機器）を設置

する。
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b. 準拠すべき主な法令規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令， 規格及び基準を以下に示す。

(a)国内法令

・核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

・核原料物質， 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規

則

•特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則

・核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき， 線量限度等を定める告

示

・電離放射線障害防止規則

(b)国内規格， 基準， 指針

・日本工業規格(JIS)

・電気学会電気規格調査会標準規格CJEC)

•原子力発電所耐痙設計技術指針OEAG4601)

•原子力発電所放射線モニタリング指針OEAG4606)

・ 日本電機工業会規格OEM)

・日本電線工業会規格(JCS)
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